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 特色ある・魅力ある教育の推進 

時代や社会の変化に対応した

多様で魅力ある教育の必要性 
           ↓  
・小学校入学前からの幼稚

園・保育園との連携（幼・保・

小連携）強化 
・地域の協力を得た地域特性

に応じた特色ある・魅力ある

教育の推進  など 

豊かな心を育む教育の推進 
不登校、いじめ、青少年によ

る凶悪な犯罪が発生している

状況 
       ↓ 
・豊かな心やたくましさを育

む道徳 
教育や社会体験学習等の推進  

など 

確かな学力を育む教育の推進 
学力低下への憂慮が指摘され

ている状況 
      ↓ 
・学力向上のための総合的・

体系的方策や効果的な指導方

法・携帯・評価の検討 
・総合的な学習の時間の抜本

的改善  など 

社会状況に対応した教育の推進 
社会変化や保護者のニーズを踏まえた教育が求められる状況 

            ↓ 
・国際都市横浜に相応しい語学教育戦略 
・情報化社会の進展に対応した新たな情報教育の推進 
・科学技術教育・環境教育の推進 
・安全教育（防犯・防災等）の推進 
・障害児教育の推進 
・不登校対策の推進  など 

 

第１回 

部会報告 

横横浜浜教教育育改改革革会会議議教教育育内内容容部部会会  検検討討事事項項概概念念図図  

国際都市横浜に相応しい語学教育戦略 

情報化社会の進展に対応した新たな情報教育 

【社会動向】 

・経済･社会のグローバル化 

・ユビキタスネットワーク社会の到来 

【横浜の特徴・強み】 

・国際都市横浜の地域特性 

・民間を含めた多様な人材・資源 

 

【横浜の特徴・弱み】 

・語学教育の体制 

・情報教育基盤の整備水準 

・ 

【子どもたちの状況】 

・コミュニケーション能力の低下 

・情報活用能力向上の必要性 

１ 
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１ はじめに 
（１） 検討の経緯 

教育内容部会は、横浜市教育委員会から横浜教育改革会議への諮問

（平成 16 年 7月 13 日）を受け、諮問事項のうち、①確かな学力を育
む教育の推進、②社会状況に対応した教育の推進、③豊かな心を育む

教育の推進、④特色ある・魅力ある教育の推進など、「教育内容に関す

ること」を総合的かつ重点的に調査審議するために設置された。  
これまでに以下のとおり、５回の部会を開催し検討を行った。  
 
■第１回部会 平成 16年 9月 29日 

（内容）・優先する検討テーマの確認等 

■第２回部会 平成 16年 10月 25日 

（内容）・「社会状況に対応した教育」に関する語学教育及び情

報教育について 
 

■第３回部会 平成 16年 11月 29日 

（内容）・「パイオニアスクールよこはま」等について 
     

■第４回部会 平成 17年 1月 24日 

（内容）・「語学教育戦略」について  
    ・「情報教育推進策」について  

■第５回部会 平成 17年 3月 28日 

（内容）・「教育内容部会報告案」について  
 

 

（２）今回の報告について 
横浜の次代を担う子どもたちを育成するために、市立学校における

教育内容をどのように変革し、より良いものにしていくかということ

が、当部会に与えられた命題である。 
部会では、この命題に基づく４つの具体的な諮問事項の中で、保護

者や市民の要望が高く、喫緊の課題として速やかに施策化する必要が

あると考えられる「社会状況に対応した教育の推進」のうち、語学教

育及び情報教育の推進方策について優先的に検討し、一定の結論を見

たため、このたび報告することとした。 
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２ 報告のポイント 

（１）国際都市横浜に相応しい語学教育戦略 

  ・民との協働による生涯を通じた語学力の向上 

  ・国語教育を充実するための小中学校を通した教育課程の指針を策定 

  ・小中学校で一貫した英語教育の推進 

  ・小学校に英語教育を導入 

（２）情報化社会の進展に対応した新たな情報教育の推進策 

  ・市立学校のネットワーク、教育用コンピュータ等の整備 
・教職員のＩＣＴ指導力向上を目指した研修の充実 
・情報モラル・マナー指導の推進 
・ボランティア、NPO、企業などとの協働の推進 
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３ 国際都市横浜に相応しい語学教育戦略について 

 
（１）これからの時代に横浜の子どもたちに必要なコミュニケ

ーション能力 

 

社会が進展する中で、  
○基本的な力としてのコミュニケーション能力や表現能力 

 ○すべての知的活動の基盤となる国語力 
○国際的な共通語としての英語によるコミュニケーション能力  

を子どもたちが身に付けることは、多様な人びととコミュニケーションを

行い、人間関係を構築することを通じて、より豊かな人生を送ることにつ

ながる。 
そのため、開港以来の国際都市横浜の地域特性を生かし、横浜市として

国語教育、英語教育の充実方策の目標を定め、戦略的に施策を推進する必

要がある。 
 
価値観の多様化や都市化、少子高齢化、国際化、情報化など、社会が進

展する中で、これからの時代を生きる子どもたちにとって、今まで以上に

多様な人びととつながり、コミュニケーションを図っていくことが必要に

なる。  
多様な人びととコミュニケーションを行い、人間関係を構築することは、

より豊かな人生を送ることにつながる。そのためには、自らの意思や感情

を的確にまとめ、相手に伝えるコミュニケーション能力を育成する必要が

ある。  
また、このようなコミュニケーション能力を有する人材を育成すること

は、横浜市の都市戦略としても重要である。 
高等学校や大学などの高等教育機関、社会に出て以降も見据え、生涯を

通じて、これからの時代に必要となる国語力、英語力の基礎を中学校卒業

段階までに身に付けるため、横浜市として語学教育を戦略的に推進してい

く。 
 
ア 基本的な力としてのコミュニケーション能力や表現能力 

都市化や少子高齢化が進展する中で、家庭や地域の教育力低下に伴い、

子ども同士や異年齢・異世代間の関わりが希薄になってきている。その

ため、多様な人間関係を構築していくため、言葉や文字により、自らの
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意思や感情などを相手や場面に配慮して伝え合うコミュニケーション

能力を高める必要がある。  
また、自らの考えや主張を的確にまとめ、情報として発信していく能

力の育成も重要になってきている。  
 

イ すべての知的活動の基盤となる国語力 

語学教育を進める上では、すべての活動の基盤ともなる教養・価値

観・感性等を身に付けていくための国語力を育成することが重要であり、

外国語を運用できる能力も、国語の運用能力が基盤となる。特に、文章

を正確に理解し、的確に判断できる読解力や分析力、筋道を立てて物事

を考える論理的思考力、互いの立場や考えを尊重しながら言語で伝え合

う能力が必要となる。 
また、ＩＴ革命の進展に伴い、膨大な情報の中から必要な知識や情報

を取捨選択し、素早く正確に判断・処理することが必要となってきてい

る。 
さらに、価値観が多様化する中で、児童生徒一人ひとりが確固とした

自我を持ち、自らの生き方を主体的に考え、社会の変化に柔軟に対応し

ていく力を持つことが重要である。  
 
ウ 国際的な共通語としての英語によるコミュニケーション能力 

経済・社会のグローバル化の進展に伴い、ヒト・モノ・資本・情報等

が国境を越えて活発に移動し、国際的な相互依存関係が深まってきてい

る。特に、横浜は「開国の地」であり、従前より外国人居住者が多く、

外資系企業や外国人観光客の誘致を積極的に行っている。そのため、ア

ジア諸国を含め、母語の異なる人々の間をつなぐ国際的な共通語として、

最も中心的な役割を果たしている英語による外国人とのコミュニケー

ションの必要性が高まっている。 
 
エ 国際都市横浜の地域特性 

横浜市は開港以来、日本の国際化の窓口として、経済や文化などさま

ざまな国際交流を展開しながら発展してきた歴史と経験による、進取で

開放的な気風が培われた国際的に開かれた都市である。また、2002FIFA
ワールドカップＴＭや国際的なコンベンションの開催都市として知名度

が向上するとともに、さらに積極的なシティーセールスと観光・コンベ

ンション機能の充実を図っている。  
市民の特徴としては、ワールドカップ開催時において多数がボランテ

ィアに参加するなど、様々な活動に対する協力的な市民意識が挙げられ



 6 

る。また、英語教育に協力を求めることができる外国人市民や海外から

の帰国者が多数在住している。 
 
オ モデル校の設置など都市戦略としての施策推進 

社会が進展する中で、基本的な力としてのコミュニケーション能力や

表現能力、すべての知的活動の基盤となる国語力、国際的な共通語とし

ての英語によるコミュニケーション能力を子どもに身に付けさせるた

め、語学教育を充実する必要性が高まってきている。 
また、このようなコミュニケーション能力を有する人材を育成するこ

とは、横浜市の都市戦略としても重要である。特に、国際的に活躍でき

る人材を育成するためには、小・中・高等学校において実践的な取組を

行うモデル校を設置することについても検討する必要がある。 
そのため、開港以来の国際都市横浜の地域特性を生かし、横浜市とし

て国語教育、英語教育の充実方策の目標を定め、戦略的に施策を推進す

る。 
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（２）語学教育を取り巻く現状 

 

保護者や横浜市民は、  
○ 小学校段階から英語教育を積極的に進める  
○ 中学校段階では生きた英語に触れ、英語によるコミュニケーション

能力を向上させる 
ことを望んでいることが伺える。 
 教育委員会としては、平成 16年度から英語教育改善事業に取り組んで
きているが、更なる積極的な語学教育の推進が必要である。 

 
ア 横浜市における語学教育の現状 

（ア） 小・中学校の国語教育 

横浜市においては、平成 16 年度は小学校のうち 105 校、30％が国
語教育を重点研究として取り上げ、授業改善に取り組んでいるほか、

文部科学省の「国語力向上モデル事業推進校（１校）」や「学力向上フ

ロンティアスクール実践推進校（２校）」の指定を受け、国語教育の先

進的な取組を行っている。しかし、国語科のもつ特性である、学習指

導要領における指導事項の抽象性の高さは、必ずしも国語科の専門で

ない全ての学級担任が国語科を指導している小学校において、授業改

善にとっての大きなネックとなっている。さらに、生徒指導・進路指

導・部活動など、教育活動の上で様々な要因を抱えている中学校では、

授業研究や授業改善のための情報交換などが十分ではないため、国語

教育の改善にとって困難な状況となっている。  
また、読書活動に関しては、文部科学省の「学校図書館の現状に関

する調査」によると、全校一斉の読書活動の実施状況については、全

国平均に比べて横浜市の実施率は低い。一方、1 校当たりの蔵書冊数
は小・中学校ともに、横浜市は全国平均の約 1.5 倍を有している。さ
らに、司書教諭の発令状況も、12学級以下の小規模校も一部発令する
など、全国平均から見ると高い状況にある。しかし、他都市と比較し

て、子供たちの読書への関心や読書量などの傾向は、必ずしも高いと

は言えない。  
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学校図書館の現状に関する調査 

○ 全校一斉の読書活動の実施状況 
（小学校）               （中学校） 

 平成 14年度  平成 15年度   平成 14年度  平成 15年度  
全国平均 ８４．０％ ８８．２％ 全国平均 ７０．０％ ７４．４％ 
横浜市 ５９．６％ ６７．７％ 

 

横浜市 ４０．６％ ３８．６％ 

 
○ １校当たりの蔵書数 
（小学校）               （中学校） 

 平成 14年度  平成 15年度   平成 14年度  平成 15年度  
全国平均 6,809 冊 6,930 冊 全国平均  8,381 冊  8,572 冊 
横浜市 9,586冊 9,730冊 

 

横浜市 12,810冊 13,170冊 

 
（イ） 小学校における英語活動 

横浜市では、小学校に外国人講師を派遣し、英語を通して異なる文

化を体験的に学ぶ「小学校国際理解教室」を昭和 62年度から開始し、
平成 11年度からは全市立小学校で実施している。平成 16 年度におい
ては、40 か国・地域、97 名の外国人講師を小学校に派遣している。
これは、「英語に親しむ」「異文化に触れる」「コミュニケーションを楽

しむ」ことをねらいとして、児童の国際性の育成を図るものであり、

一クラス当たり年間 5回程度実施している。  
文部科学省が行った「小学校英語活動実施状況調査」によれば、

100％の小学校が「『英語活動』を実施した」と回答している（平成 16
年度実績・全国平均は 92.1％）。しかしながら、年間実施時間数につ
いては、横浜市の 95.8％の学校が年間 4～11 単位時間（1～2 月に 1
回程度）と回答しており、「小学校国際理解教室」以上の取組を行って

いる学校は少数にとどまっていることが伺える。  
一方、全国平均では第 1・2 学年で 10％以上、第 3～6 学年で 20％

以上の学校が年間 12～22 単位時間（月 1～2 回程度）を、第 3～6 学
年で 10％以上の学校が年間 23～35 単位時間（月 3回～週 1 回程度）
を実施していると回答している。  
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小学校英語活動実施状況調査（平成 16年度実績） 

 

年間実施時間数別学校数（学年別） 

 学年  １  ２ ３ ４ ５  ６  計 

全国平均  33.9% 33.0% 20.4% 19.4% 18.5% 17.2% 23.2% １～３ 
時間 横浜市 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

全国平均  48.7% 49.1% 44.4% 43.8% 42.9% 43.2% 45.2% ４～１１ 
時間 横浜市 96.9% 96.9% 96.3% 95.2% 95.2% 94.6% 95.8% 

全国平均  12.8% 13.2% 22.6% 23.4% 24.2% 24.2% 20.5% １２～２

２時間 横浜市 3.1% 3.1% 3.7% 4.8% 4.8% 5.4% 4.2% 

全国平均  3.6% 3.7% 10.1% 10.6% 11.4% 12.4% 8.9% ２３～３

５時間 横浜市 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 0.6% 0.6% 0.3% 

全国平均  0.9% 0.9% 2.4% 2.6% 2.8% 2.9% 2.2% ３６～７

０時間 横浜市 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

全国平均  0.03% 0.05% 0.19% 0.19% 0.20% 0.23% 0.15% ７１時間 
以上 横浜市 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

 

（ウ） 中学校における英語教育 

英語によるコミュニケーション能力の育成を図るため、横浜市では

全市立中学校に英語指導助手（以下「ＡＥＴ」という。）を派遣し、英

語教員とティーム・ティーチングによる英語授業を行っている。ＡＥ

Ｔの確保にあたっては、ＪＥＴプログラムなどを活用した直接雇用を

行ってきたが、平成 15 年度からは順次民間委託化を進めることによ
り、ＡＥＴの質と量の向上を図っている。  
しかしながら、文部科学省の「英語教育改善実施状況調査」によれ

ば、ネイティブスピーカー又は地域人材が指導にかかわっている英語

授業数の割合は、平成 16 年度において、全国平均が 22.6％であるの
に対し、横浜市は 14.6％であった。15 年度の 9.6％から拡大してきて
いるものの、これは、全国平均では 10 回の英語授業のうち、2回以上
はネイティブスピーカーなどが関わると言えるのに対し、横浜市は 10
回の英語の授業のうち、ネイティブスピーカーなどが関わるのは 1.5
回以下である。  
一方、同調査においては、中学校英語教員の英語力について、実用

英語技能検定試験（英検）準 1 級以上、ＴＯＥＦＬ550 点以上、ＴＯ
ＥＩＣ730 点以上の成績を有する教員の割合が全国平均より高いとい
う結果が出ている。 
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英語教育改善実施状況調査 

○ ネイティブスピーカー又は地域人材が指導にかかわっている授業  
  ﾈｲﾃｨﾌﾞｽﾋﾟｰｶｰ 地域人材 計 

15年度 ２２．３％ ０．６％ ２２．９％ 全国 
平均 16年度 ２１．１％ １．５％ ２２．６％ 

15年度  ９．４％ ０．２％  ９．６％ 
横 浜 市 16年度 １４．４％ ０．２％ １４．６％ 

 
○ 外部試験による英語教員の英語力  

 
 

英検準１級以上  
TOEFL550 点  

以上 
TOEIC730 点  

以上 
15 年度 １０．９６％ ４．６９％    ７．２６％  

全国平均 
16 年度 １０．１０％ ４．８４％  ８．２６％  
15 年度 １７．３１％ ７．１２％ １３．４６％ 

横 浜 市 
16年度 ２０．４５％ ９．１１％ １６．８０％ 

 

イ 保護者や横浜市民の語学教育に対する考え方 

平成 15 年度に実施した「横浜市教育ニーズ調査」から、保護者や横
浜市民の語学教育に対する考え方が伺える。  
また、平成 16 年度に文部科学省が実施した「小学校の英語教育に関

する意識調査」では、全国的な小学校英語教育に対する意識が伺える。 
（ア） 小学校における今後の国際理解教育の進め方 

「横浜市教育ニーズ調査」では、小学校における今後の国際理解教

育の進め方については、「外国の文化や生活などの理解に加え、英語教

育も積極的に進める」との回答は、保護者 58.4％、市民 58.7％であり、
「いまのままでよい（外国の文化や生活をやさしい英語で紹介する）」

との回答が、保護者 33.8％、市民 29.2％である。一方、「小学校では
英語教育は必要ない」との回答は、保護者 2.0％、市民 6.7％であった。
保護者や市民は、小学校段階から英語教育を積極的に進めることを望

んでいる回答が多数を占めている。  
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横浜市教育ニーズ調査（平成 15年度） 

○ 小学校における今後の国際理解教育の進め方 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ） 中学校における今後の英語教育の進め方 

同様に「横浜市教育ニーズ調査」では、中学校における今後の英語

教育の進め方についての質問に対しては（2 つまで複数回答）、「外国
人講師を増やし、生きた英語に触れる機会を増やす」との回答が、保

護者 76.6％、市民 64.1％であった。また、「英語でのコミュニケーシ
ョン能力を向上させる」との回答が、保護者 51.2％、市民 38.2％であ
り、「海外経験や国際性豊かな人材を英語教員として採用する」との回

答は、保護者 31.6％、市民 44.0％であった。  
このことから、中学校の英語教育に対して、市民や保護者は、生き

た英語に触れ、英語によるコミュニケーション能力を向上させること

を望んでいると考えられる。 

ｎ

保 護 者 (2,674)

教 員 (1,411)

市 民 (  671)

53.2

29.2

33.3

58.7

33.8 58.4

5.9

6.7

2.0

3.1

1.6

5.5

2.2

2.1

4.2

いまのままでよい（外国の文化や
生活をやさしい英語で紹介する）

無回答

(%)

外国の文化や生活などの理解に加え、
英語教育も積極的に進める

小学校では英語
教育は必要ない その他
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横浜市教育ニーズ調査（平成 15年度） 

○ 中学校における今後の英語教育の進め方（2 つまで複数回答） 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（ウ） 全国的な小学校英語教育に関する意識 

文部科学省の「小学校の英語教育に関する意識調査」によれば、総

合的な学習の時間における英語活動について、児童の 73.9％が「好き」
と回答し、保護者の 91.1％、教員の 76.4％が「よいと思う」と回答し
ている。英語活動については、概ね理解が得られているものと思われ

る。 
一方、小学校で英語教育を必修とすべきかという質問については、

保護者の 70.7％が「そう思う」と回答しているのに対し、教員は 36.6％
となっている。  
今回は全国的な調査であり、横浜市における保護者や教員の意識を

別途、把握する必要がある。 

外国人講師を増やし、生きた英語に
触れる機会を増やす

地域のボランティアの協力を得て、
英語教育を進める

英語でのコミュニケーション能力を
向上させる

英語教育に重点をおく学校を設置す
る

英語教員の質の向上のために、海外
研修などの研修をさらに充実する

海外経験や国際性豊かな人材を英語
教員として採用する

その他

無回答

76.6

8.0

51.2

3.4

3.3

31.6

2.2

4.3

11.4

56.9

10.3

4.3

13.3

3.9

44.0

3.4

1.8

2.8

21.5

2.1

70.6

8.2

38.2

64.1

0 10 20 30 40 50 60 70 80(%)

保護者（n=2,674）

教　員（n=1,411）

市　民（n=  671）
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小学校の英語教育に関する意識調査（平成 16年度） 

 

１ 総合的な学習の時間における英語活動 
○ 英語活動に対する満足感（児童） 

  「英語活動が好き」（「どちらかといえば好き」を含む） ：７３．９％ 

 
○ 小学校で英語活動を行うことについてどう思うか 

・ 保護者｢よいと思う｣｢どちらかといえばよいと思う｣計：９１．１％ 

・ 教 員｢よいと思う｣｢どちらかといえばよいと思う｣計：７６．４％ 

 
○ 小学校の英語活動で目標とすべき(目標としてほしい)こと(上位５項目） 

 そう思う  そう思わない 
英語に対する抵抗感をなくすこと  ９４．８％    ３．３％ 
外国のことに関する視野を広げること  ８８．４％    ９．０％ 
外国の人とコミュニケーションを行おうとする態度を身に付けること   ８７．７％    ９．９％ 
英語のリズムや発音などの基礎を身に付けること  ８６．５％  １１．０％ 

保 
護 
者 
英語を聞いたり話したりする力を付けること   ８３．３％  １４．３％ 
英語に対する抵抗感をなくすこと  ９４．８％    ４．２％ 
外国の人とコミュニケーションを行おうとする態度を身に付けること   ９２．８％    ６．３％ 
外国のことに関する視野を広げること  ８９．０％    ９．５％ 
英語のリズムや発音などの基礎を身に付けること  ６２．７％  ３５．５％ 

教 
 
員 
英語を聞いたり話したりする力を付けること   ５９．６％  ３８．９％ 

 
○ 小学校の英語活動は誰が教えるのがよいか （複数回答・上位５項目） 

小学校の教員と英語を母語とする外国の人の組み合わせ   ８９．５％ 
小学校の教員と英語が得意な地域の日本人の組み合わせ   １７．１％ 
小学校の教員と中学校や高校の英語の教員の組み合わせ   １１．１％ 
学級担任などの小学校の教員   １０．２％ 

保 
護 
者 
中学校や高校の英語教員   ５．５％ 

                                                                 （上位５項目） 
 よいと思う  よくないと思
小学校の教員と英語を母語とする外国の人のＴ・Ｔ  ８５．７％   ９．６％ 
英語を専門に教える小学校の教員  ８０．７％  １２．８％ 
学級担任と英語を専門に教える小学校教員のＴ・Ｔ  ７６．９％  １６．０％ 
小学校の教員と英語が得意な地域の日本人のＴ・Ｔ  ６２．８％  ２５．７％ 

教 
 
員 
学級担任  ３９．９％  ４５．１％ 
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○ 英語活動を実施する上での課題（教員）  （複数回答・上位５項目） 

ＡＬＴや英語に堪能な民間人など外部人材の確保  ７４．２％ 
教員間や、ＡＬＴや英語に堪能な民間人など外部の協力者との打合せの時間の確保  ５０．２％ 
教材・教具等の開発や準備  ４５．０％ 
小学校教員の英語力や指導力の向上  ４４．９％ 
英語活動に関する教員研修の充実  ４２．０％ 

 
２ 児童の英語習得の希望等 
○ 「英語が使えるようになりたい」（児童） ：７３．９％ 

○ 英語を使ってしてみたいこと（児童） 

 そう思う  そう思わない 
外国に旅行に行ったときに英語を使ってみたい   ８３．１％    ８．３％ 
外国の人と英語で話したい  ７９．０％  １２．３％ 
将来受験に役立つようにしたい   ７０．０％  １４．３％ 
英語の本を読みたい   ５８．６％  ２９．５％ 
外国のテレビや映画を英語のままで見たい  ５４．０％  ３３．４％ 
外国の人と手紙やメールのやりとりをしたい   ４３．８％  ４０．９％ 
将来英語を使う仕事をしたい   ３２．１％  ４８．１％ 

 
３ 小学校の英語教育の必修化 
○ 小学校で英語教育を必修とすべきか 

 そう思う そう思わない 
保護者   ７０．７％   ２１．５％ 
教 員   ３６．６％   ５４．１％ 

○ 小学校で英語教育を必修とすべき理由（複数回答） 

早くから英語に親しませておいた方が英語に対する抵抗感がなくなると思うから   ８３．６％ 
英語の発音は小学生のときから学んだ方が身に付くと思うから  ５０．５％ 
英語は小学生のときから学んだ方が身に付くと思うから   ４６．４％ 
中学校に入ってから英語に積極的に取り組めると思うから   ４１．８％ 
外国の人とコミュニケーションを行おうとする態度が身に付くと思うから   ３６．７％ 
外国のことに関して視野が広がると思うから   ３１．８％ 

 

保 
護 
者 

学校によって英語を教えているところと教えていないところがあるのは問題だと思うから  ２３．６％ 
早くから英語に親しませておいた方が英語に対する抵抗感がなくなると思うから   ７６．４％ 
外国の人とコミュニケーションを行おうとする態度が身に付くと思うから  ６３．６％ 
英語の発音は小学生のときから学んだ方が身に付くと思うから  ４２．３％ 
外国のことに関して視野が広がると思うから   ４２．２％ 
英語は小学生のときから学んだ方が身に付くと思うから   ３１．２％ 
学校によって英語を教えているところと教えていないところがあるのは問題だと思うから  １８．６％ 

 

教 
 
員 

中学校に入ってから英語に積極的に取り組めると思うから   １２．２％ 
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○ 小学校で英語教育を必修とすべきでない理由          

（複数回答） 

小学校では他の教科の内容をしっかりと学んでほしいと思うか  ６６．８％ 
子どもの負担が増えると思うから  ４５．８％ 
正しい日本語を身に付けることがおろそかになると思うから   ３８．８％ 
中学校や高校に入ってからでも十分身に付くと思うから   ２３．６％ 
小学校では英語を教えることができる先生が少ないから   ２３．３％ 
小学校で英語を教えるかどうかは、地域や学校の実態に応じて各学校が判断すべきだと思うから  ２０．８％ 
早くから始めると英語を嫌いになる可能性があると思うから    ９．８％ 

 

保 
護 
者 

小学校で英語を教えても英語は身に付かないと思うから    ８．６％ 
小学校では他の教科の内容をしっかりと学んでほしいと思うか  ６８．２％ 
正しい日本語を身に付けることがおろそかになると思うから  ４４．０％ 
子どもの負担が増えると思うから  ４３．９％ 
小学校で英語を教えるかどうかは、地域や学校の実態に応じて各学校が判断すべきだと思うから  ３１．１％ 
小学校では英語を教えることができる先生が少ないから   ２２．４％ 
中学校や高校に入ってからでも十分身に付くと思うから   １２．６％ 
小学校で英語を教えても英語は身に付かないと思うから    ５．３％ 

 

教 
 
員 

早くから始めると英語を嫌いになる可能性があると思うから    ５．０％ 
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ウ 語学教育に関する教育委員会の取組 

横浜市においては、昭和 62年度から開始した「小学校国際理解教室」
などとともに、平成 16 年度からは、「地域人材を活用した英語活動推進
校」や「英語教育推進校」、「英語教育推進校区」において英語教育の実

践を行う「英語教育改善事業」を開始するなど、独自に語学教育に関す

る施策を進めてきたところである。  
（ア） 地域人材を活用した英語活動推進校（小学校） 

平成 16 年度から、英語が堪能な地域人材を活用し、「総合的な学習
の時間」などにおいて英語活動を行う「地域人材を活用した英語活動

推進校」を指定している。16年度は 23 校を指定し、国際理解教室の
時間を含め、年間 20 単位時間（月 2 回）程度の英語活動を実践して
いる。また、カリキュラムや教材、指導法などについて研究を行って

いる。  
しかしながら、カリキュラム、教材などについて教育委員会として

標準を示していないことから、各学校に委ねられているところである。

また、英語が堪能な地域人材についても、各学校の努力により確保し

ている状況である。 
（イ） 英語教育推進校（中学校） 

平成 15 年度から、ＡＥＴが中学校に 1 名常駐する「英語教育推進
校」を開始し、16 年度は各区 1校、18 校を指定している。「英語教育
推進校」では、ＡＥＴが常駐して全クラスが週 1 回はＡＥＴと授業を
行うことにより、授業の改善やＡＥＴの効果的な活用を通して、生徒

の英語でのコミュニケーション能力を向上させる指導などについて研

究を行っている。 
（ウ） 英語教育推進校区 

平成 16 年度から、校区にＡＥＴが 1 名常駐する「英語教育推進校
区」を 2 校区指定している。「英語教育推進校区」では、地域の児童
生徒の実態を踏まえ、小学校と中学校とで連携を図った英語活動や英

語教育について研究を行っている。  
（エ） 英語教員集中研修 

平成 16 年度から 4か年計画で、全英語教員を対象とした 10日間の
集中研修を行っている。これは、生徒が実践的コミュニケーション能

力を身に付けるため必要な英語教授力の習得を図るため、教員自身の

英語運用能力の向上と英語授業の改善を目的としている。研修では、

ネイティブスピーカーを講師とした演習や外部試験などを実施してい

る。 
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エ 語学教育を取り巻く国の動向 

文部科学省では、「『英語が使える日本人』の育成のための行動計画」

を平成 15 年 3 月に作成し、英語教育の改善に向けて国として取り組む
べき施策をまとめた。国語力向上については、児童生徒の国語力向上の

ための総合的な取組などを行う「国語力向上推進事業」を平成 15 年度
から実施している。また、ＯＥＣＤやＩＥＡの国際学力調査の結果を受

け、「読解力向上のためのプログラム」をまとめることとしている。 
さらに、中央教育審議会では、学習指導要領の見直しに当たり、全て

の教科の基本となる国語力の育成や外国語教育の改善充実について、本

年秋までに基本的な方向性をまとめることとしている。  
（ア） 国語力向上推進事業 

文部科学省では、平成 15 年度から「国語力向上推進事業」を進め
ている。 
「国語力向上モデル事業」では、家庭や地域と連携しながら、児童

生徒の国語力向上のため、モデル地域・学校を指定し、国語科と他教

科及び総合的な学習の時間等との関連を図った指導の充実など総合的

な取組を実施している。横浜市内でも、三ツ沢小学校が「国語力向上

モデル事業推進校」の指定を受けている。また、「国語指導力向上講座」

を開催し、全国の教員の国語に関する指導技術の向上を図っている。 
また、「学力向上フロンティア事業」においても、横浜市では東小学

校と川上北小学校が指定され、少人数指導や習熟度別指導を中心とし

た授業改善に取り組んでいる。 
（イ） 『英語が使える日本人』の育成のための行動計画 

平成 15 年 3月に、文部科学省において「『英語が使える日本人』の
育成のための行動計画」を作成した。同計画では、「英語が使える日本

人」を育成する体制を確立すべく、平成 21 年度を目指した英語教育
の改善の目標や方向性を明らかにし、その実現のために国として取り

組むべき具体的な施策をまとめている。 
（ウ） 中央教育審議会における審議 

学習指導要領について不断の見直しを図っていく観点から、平成 16
年 3 月に、中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会に各教科
等の専門部会を設置した。  
英語教育については、「総合的な学習の時間」における英会話活動や

研究開発学校等の成果の検証、諸外国の事例の検証などを踏まえ、小

学校段階を含め初等中等教育全体を通じた外国語教育の在り方、小学

校において英語教育を導入した場合の課題、教員の資質向上の方策、

指導方法・指導体制の工夫等について総合的な検討を行っている。国
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語教育についても、初等中等教育全体を通じた教育の在り方等につい

て総合的な検討を行っている。 
さらに、全ての教科の基本となる国語力の育成や外国語教育の改善

充実に関して、十分に検討し、学習指導要領の見直しに当たっての基

本的な方向性について、義務教育の在り方の検討と関連して、本年秋

までに報告をまとめることとしている。 
 

オ 語学教育に関する他の地方公共団体の取組 

文部科学省の「小学校英語活動実施状況調査」によると、公立小学校

の 92.1％が「総合的な学習の時間」などを活用し英語活動を実施してい
る。 
また、他の地方公共団体には、「研究開発学校制度」や「構造改革特別

区域制度」を活用し、国の基準によらない独自の教育課程を編成した語

学教育を実施している地方公共団体もある。  
（ア）研究開発学校制度の活用 

「研究開発学校制度」は、教育課程の改善に資する実証的資料を得

るため、教育委員会などの申請に基づく文部科学省の指定により、学

習指導要領等の現行の教育課程の基準によらない教育課程の編成・実

施を認められたものである。 
平成 16 年度において英語教育に関する実践を行っている学校は、

小学校 70 校、中学校 37校、高等学校 1 校、養護学校 1校、幼稚園 5
園である。国語教育については、小学校 1校、中学校 1 校において実
践している。  

（イ）構造改革特別区域制度の活用 

「構造改革特別区域研究開発学校設置事業」は、地方公共団体など

が自発性に基づき設定した課題に基づき、教育課程の基準によらない

教育課程の実験的な編成・実施を可能とすることにより、当該地域に

おける学校教育の活性化や教育課程の改善を図るものである。地方公

共団体の長が申請し、内閣総理大臣が認定することにより、教育課程

の基準によらない教育課程の編成・実施が可能となる。  
平成 16 年 12 月現在、37 の地方公共団体が、小学校段階から英語

教育を実施するなど、公立学校における英語教育に関する構造改革特

別区域の認定を受けている。また、東京都世田谷区では「世田谷『日

本語』教育特区」の認定を受けている。 
 
カ アジア諸国の小学校段階における英語教育 

韓国、中国、台湾などのアジア諸国・地域においても、小学校段階か
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ら英語教育を実施している。 
アジア諸国・地域との交流や都市間競争を進める上でも、語学教育が

重要となってくる。 
（ア） 大韓民国 

大韓民国では、1997 年に第 3 学年から必修科目として小学校英語
が導入された。第 3・4 学年は週 1単位時間、第 5・6学年は週 2単位
時間の授業が行われている（1 単位時間は 40分）。 

（イ） 中華人民共和国 

中華人民共和国では、2001 年に全国の小学校で順次、必修教科とし
て英語教育を導入する計画が発表された。地域によって異なるが、一

般に第 3学年から開始し、週 2～3単位時間の授業が行われている（1
単位時間は 40分）。 

（ウ） 台湾 

台湾では、台湾全土においては、2001 年に第 5 学年からの小学校
英語が開始された。特に、台北市においては、1998 年に第 3 学年か
らの小学校英語が導入され、2001 年には第 1 学年から実施すること
となった。地域によって異なるが、週 2単位時間の授業が行われてい
る。 
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（３）語学教育推進にあたっての基本的考え方 

 

語学教育の推進に当たっては、 
○ 協力的な市民意識を有する横浜市の地域特性を活かし、学校内外の

教育活動に地域人材を活用 
○ 国語教育を充実するため小中学校を通じた教育課程の指針を策定  
○ 小中学校で一貫した英語教育を推進するため、外部有識者による協

力者会議において検討を行う。 
 特に、小学校に英語教育を導入するに当たっては、 

・ 発達段階に応じた目標設定  
・ 各小学校でカリキュラム編成を行うための教育課程の指針 
・ 適切な評価規準・評価方法  
・ 授業を行うための教材・指導方法の開発・周知  
・ 各小学校の実態に即した指導体制 
・ 授業時数の確保方策 

について詳細な検討を行う。平成 19 年度から可能な学校から順次、導
入を進め、21 年度までに全市立小学校での実施を目指す。  

 

ア 民との協働による生涯を通じた語学力の向上 

語学教育の推進に当たっては、様々な活動に対する協力的な市民意識

を有する横浜市の地域特性を活用する。 
語学力の向上を進めるためには、学校教育だけでなく、地域の活動と

連携して生涯を通じた語学力の向上を検討する必要がある。 
また、学校における語学教育においても、本の「読み聞かせ」や英語

教育に関するサポーターとして、地域人材の活用を進める必要がある。 
（ア） 学校教育外の活動と連携した生涯を通じた語学力の向上 

土曜日や長期休業期間中を活用した学校教育外活動としての語学力

の育成や、子どもから高齢者までの生涯を通じた語学力向上の環境整

備の方策を推進する。  
（イ） 学校教育における地域人材や地域活動の活用 

語学教育の推進に当たっては、民との協働の理念の下、地域人材や

地域活動を学校教育の場において積極的に活用していく。 
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イ 国語教育を充実するため小中学校を通した教育課程の指針を策定 

すべての知的活動の基盤である国語力を育成するため、国語教育を充

実させる必要がある。 
特に、  
・文章を正確に理解し、的確に判断できる読解力や分析力  
・筋道を立てて物事を考える論理的思考力 
・自らの考えや主張を的確にまとめ、効果的に発表・提示する表現力 

・互いの立場や考えを尊重しながら、言語を通して伝え合う力 

を育成するための取組を推進する。  
 そのため、学習指導要領に加えて、横浜市独自に小中学校を通じた教

育課程の指針を設定し、国語科の授業改善を進める。 
 

ウ 小中学校で一貫した英語教育の推進 

国際的に開かれた地域特性を有する横浜市においては、市民が英語を

使える必要性は他の地域よりも高いと言える。また、市民のコミュニケ

ーション能力の向上は、横浜の都市戦略としても重要である。 
そのため、横浜市独自の英語力育成のための目標設定や教育課程の指

針を策定し、小中学校で一貫した英語教育を推進していく必要がある。 
（ア） 外部有識者による協力者会議での詳細な検討 

小学校の英語教育導入や中学校の英語科授業改善のためには、目標、

教育課程、評価規準・評価方法、教材・指導方法、指導体制等につい

て、詳細な検討が必要である。 
そのため、外部の有識者による「横浜市英語教育推進協力者会議（仮

称）」を設け、先進的な他の地方公共団体の取組を把握し、具体的な検

討を進める。  
（イ） 中学校卒業段階で外国人来訪者に簡単な横浜観光案内 

中学校学習指導要領においては、外国語の目標を「外国語を通じて、

言語や文化に対する理解を踏まえ、積極的にコミュニケーションを図

ろうとする態度の育成を図り、聞くことや話すことなどの実践的コミ

ュニケーション能力の基礎を養う」と規定している。  
また、文部科学省が平成 15 年 3月に作成した「『英語が使える日本

人』の育成のための行動計画」では、国民全体に求められる英語力の

目標として「中学校・高等学校を卒業したら英語でコミュニケーショ

ンができる」こととし、中学校卒業段階での目標を「挨拶や応対、身

近な暮らしに関わる話題などについて平易なコミュニケーションがで

きる力」としている。  
しかしながら、横浜市は開港以来、さまざまな国際交流を展開しな
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がら発展してきたことから、外国人居住者や外国からの来訪者が多く、

国際的に開かれた地域特性を有する。市民が英語を使える必要性は他

の地域よりも高いと言える。 
そのため、学習指導要領の目標に加えて、横浜市独自に明確な目標

を設定することにより英語教育を推進する。横浜市の地域特性も加味

し、より実践的なコミュニケーション能力を育成するための独自の英

語力の目標として、 
・ 中学校卒業段階で、外国人来訪者に対して、自らが考える横浜

の良さを伝え、簡単な横浜市の観光案内ができること 

  を掲げる。 
（ウ） 小中学校で一貫した英語教育に関する教育課程の指針を策定 

中学校卒業段階に求める英語力の目標に向けては、学習指導要領に

加えて、横浜市独自に英語教育に関する教育課程の指針を設け、各学

校で実施していく必要がある。特に、「中学校卒業段階で、外国人来訪

者に対して、自らが考える横浜の良さを伝え、簡単な横浜市の観光案

内をできる」ための英語力を身につけるには、小学校低学年から英語

に慣れ親しみ、中学校で実践的コミュニケーション能力の育成につな

げることが重要である。そのため、小学校から一貫した英語教育を実

施するため、小中学校を通した教育課程の指針を策定する。 
 
エ 小学校に英語教育を導入 

語学教育を充実する必要があり、小学校で英語教育を行う意義を有す

ることから、平成 19 年度より可能な学校から順次、導入を進め、21 年
度までに全市立小学校での英語教育の実施を目指す。 

（ア） 小学校において英語教育を行う意義 

小学校において英語教育を行うことは、児童が英語に慣れ親しみ、

母語以外の言語に触れることにより、積極的にコミュニケーションを

図ろうとする態度の育成につながる。 
さらに、地域人材やＡＥＴなど教員以外の人材が授業に参加するこ

とにより、指導形態の見直しなど小学校教育全体の活性化に資するも

のである。 

 ａ 英語に慣れ親しむ 

小学校段階から英語に慣れ親しむことにより、英語へ興味・関心

や意欲を高め、中学校からの実践的コミュニケーション能力の育成

につなげることができる。  
  ｂ 積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度の育成 

母語以外の言語を用いてコミュニケーションを行う英語教育を
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通して、相手の立場を尊重しつつ、自分の意思を表現できるような

自己表現力や積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度の育

成を図ることができる。  
ｃ 指導形態の見直しによる小学校教育全体の活性化 

小学校の教員は、英語教育の指導経験がなく、指導のための訓練

も受けていないことが多い。そのため、小学校では、英語が堪能な

地域人材やＡＥＴなどとのティーム・ティーチングや、視聴覚教材・

コンピュータなどを活用し、英語教育を行うことになる。 
教員以外の人材が授業に参加することや視聴覚教材・コンピュー

タなどを授業に活用することは、指導形態の見直しにつながる。さ

らには、小学校教育全体の活性化に資するものである。  
（イ） 教育課程の指針など小学校に英語教育を導入するための検討事項 

小学校に英語教育を導入するためには、各学校において授業を実施

するため、次のような検討を行う必要がある。  
・ 発達段階に応じた目標設定 

・ 各小学校でカリキュラム編成を行うための教育課程の指針 

・ 適切な評価規準・評価方法 

・ 授業を行うため教材・指導方法の開発・周知 

・ 各小学校の実態に即した指導体制 

・ 授業時数の確保方策 

これらについて、外部有識者による「横浜市英語教育推進協力者会

議（仮称）」において具体的な検討を行う。 
市外から転入する児童生徒や市外への転出する児童生徒の教育を考

えれば、全国の全ての公立小学校において、同じ教育課程の基準によ

る英語教育を行うべきある。しかしながら、現在のところ、国から小

学校の英語教育に関する基準は示されていない。当面、横浜市独自に

教育課程の指針を設ける必要がある。 
教育課程の指針は、中学校卒業段階での英語力の目標に向けて進め

られる、中学校における実践的コミュニケーション能力の育成につな

げるように策定する。  
また、教育課程の指針の策定や主たる教材、評価規準・評価方法の

整理については、「地域人材を活用した英語活動推進校」23 校におい
て、16年度から着手しているカリキュラムや教材、指導方法などの研
究成果を活用する。 

（ウ） 平成 19年度から順次、英語教育を導入 

小学校に英語教育を導入するに当たっては、次のような過程を経て、

平成 19 年度より可能な学校から順次、導入を進め、21 年度までに全
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市立小学校での英語教育の実施を目指す。  
ａ 平成 17年度 

教育委員会の取組  
・ 年間 20 時間程度の英語活動を行う「英語活動推進校」を、23
校から 36校に拡充 

・ 「英語活動推進校」を中心に、小学校教員に対し指導方法など

に関する研修を開始 
・ ＡＥＴの小学校への派遣を開始 
・ 中学校英語教員に対し、小学校への兼務発令を開始  
・ 「英語活動推進校」の指導事例を各校に発信 
各学校の取組  
・ 小学校教育研究会に「英語部会」を設置し、教員が自主的に英

語教育について研究を行う体制を構築 
ｂ 平成 18年度 

教育委員会の取組  
・ 発達段階に応じた適切な目標設定を行い、小中学校で一貫した

英語教育に関する教育課程の指針を策定 
・ 主たる教材の標準、評価規準・評価方法の在り方を策定 
・ 英語が堪能な地域人材を各校に紹介する仕組み（人材バンク、

資格認定制度など）の構築  
各学校の取組  
・ 全小学校に校務分掌による「英語担当教諭（仮称）」を位置付け  
・ 「英語担当教諭（仮称）」による校内研修を開始  
ｃ 平成 19年度 

教育委員会の取組  
・ 全小学校の「英語担当教諭（仮称）」に対する悉皆研修を開始 
・ 英語教育の目標、教育課程の指針、主たる教材の標準、評価規

準・評価方法の在り方等について各学校に周知徹底  
各学校の取組  
・ 「英語活動推進校」など実施可能な小学校から、順次、英語教

育を開始 
ｄ 平成 20年度 

各学校の取組  
・ 英語教育実施校の拡充  
・ 全小学校において英語教育の指導計画を作成 

ｅ 平成 21年度 

各学校の取組  
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・ 全市立小学校において英語教育を開始 
（エ） 小学校英語教育の進め方 

  ａ 英語に慣れ親しみ、興味・関心・意欲を高める 

小学校においては、児童の発達段階に応じ、音声を中心とした、

身近で簡単な英語によるコミュニケーション活動を行うことが考え

られる。これにより、国際的な共通語としての英語に慣れ親しみ、

英語への興味・関心や意欲を高め、中学校からの実践的なコミュニ

ケーション能力の育成につなげていく。 
しかしながら、市外から市立学校に転入する児童生徒に対する教

育についても、十分に配慮する必要がある。  
  ｂ 第 1学年からの英語教育の実施 

英語に慣れ親しみ、英語への興味・関心や意欲を高め、中学校か

らの実践的なコミュニケーション能力の育成につなげていくため、

第 1 学年から英語教育を実施していく。  
  ｃ 少なくとも週 1単位時間以上の授業時数の確保 

「中学校卒業段階で、外国人来訪者に対して、自らが考える横浜

の良さを伝え、簡単な横浜市の観光案内をできる」英語力を身につ

けるためには、小学校低学年から、少なくとも週 1単位時間以上の
授業時数を確保し、英語教育を進める必要がある。  

ｄ 学級担任に対する支援体制 

小学校で英語教育を実施するためには、児童の実態を把握する学

級担任が中心となる必要がある。しかしながら、小学校教員は英語

教育の指導経験がなく、指導のための訓練も受けていないことが多

い。 
そのため、学級担任が英語教育を進めることを支援できるよう、

英語が堪能な地域人材やＡＥＴ、中学校英語教員を小学校に紹介す

る仕組みを構築する。また、学級担任が単独で英語教育を行えるよ

うな、視聴覚教材やコンピュータ教材についても検討する。 
（オ） 小学校国際理解教室との関係 

昭和 62 年度から開始し、平成 11 年度から全市立小学校で実施して
いる「小学校国際理解教室」では、小学校に外国人講師を派遣（16年
度は 40 か国・地域、97名）し、英語を通して異なる文化を体験的に
学ぶこととしている。  
小学校に英語教育を導入した以降は、英語教育で学習したことを生

かし、様々な国の講師たちとコミュニケーションを楽しみ、異文化を

理解する実践の場として進めていくこととする。 
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（４）小中学校における国語教育の充実方策について 

 

児童生徒を取り巻く言語環境の多様化を踏まえ、英語教育や他教科等と

の関連を図りながら、国語科の授業改善を進め、教員の専門性や指導力の

向上を図る。 
また、児童生徒の読解力や読書力の向上と、言語や言語活動に対する関

心や意欲の喚起を図るため、読書活動を推進する。 

 

ア 国語力を育成するための「わかる授業」  
指導事項の抽象度が高い国語科の教科特性や、児童生徒を取り巻く言

語環境の多様化を踏まえ、国語科の授業改善を図る。 
（ア）抽象度の高い指導事項 

学習指導要領に示されている指導事項の抽象度が高いという国語科

の教科特性から、「わかる授業」の展開を目指して、螺旋的・反復的

に設定される指導内容を具体的かつ明確に示す必要がある。 
（イ）言語環境の多様化 

児童生徒を取り巻く言語環境が多様化しているため、それに伴って

児童生徒の言語に関する資質や能力も多岐にわたっており、児童生徒

の実態に応じた国語科の授業の改善を図る必要がある。  
 
イ 学校生活や社会生活において生きて働く国語力 

国語科の学習をすべての教科等との関連を図るとともに、多様な言語

活動を児童生徒の日常生活の中に意図的に設定することにより、学校生

活や社会生活において生きて働く国語力を育成する。 
（ア）国語科の授業と他教科等との関連性 

小中学校における国語科の授業は、国語科のみの学習が独立して実

施されることが多く、他教科等との関連性が薄くなるため、国語科で

学んだ言語に関する理解力や表現力が、実際の学校生活や家庭生活で

生かされる機会が少なくなっている。したがって、国語科の学習は、

すべての教科等との関連を図りながら、計画・実施される必要がある。 
（イ）社会状況や生活様式の多様化 

急激な社会の変化は、児童生徒を取り巻く生活様式に大きな影響を

与えており、それに伴って児童生徒の生活の中での言語活動の質的・

量的な側面において問題が指摘されている。あらためて、話す・聞く・

書く・読むといった多様な言語活動を、児童生徒の学校・家庭・地域

での日常生活の中に意図的に設定していく必要がある。  
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ウ 外国語を運用する能力の基盤となる国語力・英語教育との関連性 

国語科の教科目標の中で「表現力・理解力・伝え合う力」に比較して

「思考力・想像力・言語感覚・関心・態度」が、授業の中で具体的な指

導内容としての位置付けが弱いため、英語教育との関連性が不明確にな

っている。これらの言語にかかわる資質や能力の側面から、英語教育と

の関連性を明らかにして、確実に児童生徒に身に付けさせていく必要が

ある。  
 
エ 国語力を高めるために教員の専門性や指導力を向上  

小学校における教員は、原則的にすべての教科の指導に当たることに

なっているが、必ずしも全員が国語教育に堪能ではない。また、中学校

においても、指導観の転換が進まず旧来の指導法に固執した授業が展開

されている例もあることから、一人一人の教員の指導力を向上させる必

要がある。 
中でも、児童生徒に対する内発的な動機付けを工夫して、言語活動に

興味関心をもちながら取り組むようにさせるとともに、指導事項を授業

レベルで具体化して、目に見える形で国語の力を身に付けさせることが

急務である。 
 
オ 読書活動の推進 

児童生徒の読書量が減少しており、読解力や読書力の低下が懸念され

る。また、若年層における「言葉の乱れ」や「書くこと・読むこと」を

中心とした言語活動の希薄化なども懸念されている。そのため、読書活

動を推進する必要がある。  
（ア）児童生徒の読書量の減少 

生活様式の多様化等に伴い、児童生徒の読書量は、学年が進むごと

に減少してきている。情報の処理活用や問題解決の側面からも、豊か

な心の育成の側面からも、児童生徒の読書量を増加させる必要がある。 
（イ）読解力や読書力の低下の懸念 

ＯＥＣＤによる 2003 年学習到達度調査において、我が国の児童生
徒の読解力の低下が指摘された。国語科の学習を中心にして、「テキ

ストを理解・評価しながら読む力を高めること」「テキストに基づい

て自分の考えを書く力を高めること」「様々な文章や資料を読む機会

や、自分の意見を述べたり書いたりする機会を充実すること」などに

取り組んでいく必要がある。 
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（ウ）言葉の乱れと言語活動の希薄化 

   近年、若い世代において、言語を適切に用いて人間関係を築きそ

れを維持していく、いわゆる人間関係形成能力が衰えつつあるとの

指摘がなされている。これは、急速に変化していく社会状況の中で、

流行語や外来語などの語彙に関する変化や、省略形の多様や伝達手

段の多様化などに伴う語法等の変化に伴い、世代間の伝達手段とし

ての言語が十分に機能しなくなってきていることと大きな関係が

ある。これらの問題点の要因の一つとして、読書量の低下があげら

れている。このことからも、文学的文章のみならず、科学的な文章

も含めて、多様な読書を推進する必要がある。さらに、学校教育の

場面だけでなく、家庭や地域にも広げて、児童生徒を取り巻く大人

も含めて、具体的な読書活動を拡充していく必要がある。  
 

平成 21年度に向けての具体的な方策 

☆ 国語科の授業改善について  
・ 小中学校を通じた教育課程の指針を策定する  
・ 「国語科授業改善モデル作成協力校」を設置し、指導事項や評

価規準の具体化・明確化を含む授業改善モデルを作成し、指導

資料としてまとめて全校配付する。  
・ 「国語教育全体計画」を全校で策定し、学校教育の全教育活動

の中で、国語力を高めていく体制を整備する。  
・ 授業改善支援センター（仮称）において優れた実践事例（学習

指導案等）の資料蓄積を図り、各学校の研究・実践に資する。 
・ 各学校に対して、音読・朗読・暗誦など文章を声に出して読む

ことの機会の増大を呼びかけ、授業改善の推進と読むことへの

興味関心の喚起を図る。  
☆ 教員の国語指導力の向上について  
・ 国語教育研究会と密接に連携を図り、継続的な指導力向上の取

組を実施する。 
・ 教員による国語科指導に関するスピーチや論文発表の場を設

定し、個々の教員の研究活動を活性化する。  
☆ 学校・家庭・地域における言語環境の整備について  
・ 「ｅメール作文投稿コーナー」「中学校・高等学校ディベート

大会」などを開催したり、「親子２０分間読書運動」や「地域

あいさつ運動」などを提起したりして、学校・家庭・地域にお

ける言語活動への取組の活性化と、コミュニケーションの機会
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の拡大を図る  
☆ 読書活動の推進について  
・ モデル校「まちとともに歩む読書活動推進校」を設置し、学校・

家庭・地域ぐるみで取り組む読書活動を展開し、その取組成

果を全市立学校の実践に資する。  
・ 「横浜市子ども読書活動推進計画」の早期策定を図る。  
・ 「横浜市立学校必読図書一覧（仮称）」を作成し、全校配付す

る。 
・ 学校図書館の内容や機能の整備・充実を図り、公立図書館との

連携を図りながら読書環境の整備を促進する。  
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（５）小学校における英語教育の導入について 

 

小学校英語教育の導入に当たっては、 
○ 発達段階に応じた目標設定 
○ 各小学校でカリキュラム編成を行うための教育課程の指針 
○ 適切な評価規準・評価方法 
○ 授業を行うための教材・指導方法の開発・周知 
○ 各小学校の実態に即した指導体制  
○ 授業時数の確保方策 
を外部有識者による「横浜市英語教育推進協力者会議（仮称）」において、

具体的な検討を進める。 

 
ア 発達段階に応じた適切な目標設定 

小学校における英語教育を行うに当たっては、「中学校卒業段階で、

自らが考える横浜の良さを伝え、外国人来訪者に対して、簡単な横浜市

の観光案内をできる」英語力を身につけるため、小学校段階における適

切な目標設定を行い、その目標の実現を目指した活動を計画することが

必要である。特に、発達段階に応じた適切な目標設定を行う。 
 

イ 各小学校でカリキュラム編成を行うための教育課程の指針 

「地域人材を活用した英語活動推進校」などにおいて小学校の英語活

動は実施されているが、学習内容や指導計画については、それぞれの学

校が創意工夫を行っている。 
そのため、英語教育の実施にあたっては、教育委員会において教育課

程の指針を策定することにより、各学校が具体的なカリキュラムを編成

できるようにする。 
 

ウ 適切な評価規準・評価方法 

小学校において英語教育を実施していくためには、適切な評価規準や

評価方法が必要となる。そのため、教育課程の指針と同様に、教育委員

会として評価規準や評価方法の標準を示し、各学校において適切に評価

を行うようにする。 
 

エ 授業を行うための教材・指導方法の開発・周知 

教材・指導方法の開発に当たっては、中学校からの実践的なコミュニ

ケーション能力の育成を目指す教科学習に結びつけるため、教材・指導
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方法を開発し、周知を図る。 
（ア）主たる教材の標準の策定 

小学校英語教育には検定教科書がないため、目標・教育課程の指針

などに応じた教材が必要である。そのため、教育委員会において主た

る教材を策定する必要がある。 
（イ）「授業改善支援センター（仮称）」を活用した指導事例の周知 

優れた教材や授業実践を収集し、各学校に情報提供を行うため、平

成 17年中に整備する「授業改善支援センター（仮称）」において、「地
域人材を活用した英語活動推進校」など、先行して英語活動を行って

いる小学校の指導方法から事例集を作成し、各学校に配布・周知を図

る。 
（ウ）視聴覚教材やコンピュータ教材 

小学校教員は、英語教育の指導経験がなく、指導のための訓練も受

けていないことが多い。英語が堪能な地域人材やＡＥＴなどとのティ

ーム・ティーチングにより英語指導を行うことが基本となるが、学校

の実態によっては、学級担任が単独で指導を行うこともあり得る。 
そのため、学級担任が単独で授業を実施できるような、視聴覚教材

やコンピュータ教材を検討する必要がある。  
 

オ 各小学校の実態に即した指導体制の構築 

小学校の教員は、英語教育の指導経験がなく、指導のための訓練も受

けていないことが多い。このことを前提に、全市立小学校において英語

教育を行うことが可能な指導体制を構築する必要がある。 
（ア）授業形態 

小学校の教員は、学級担任として児童の実態は把握しているが、英

語教育の指導経験がなく、指導のための訓練も受けていないことが多

い。 
そのため、小学校英語教育の授業形態は、児童の実態を把握する学

級担任と、地域や学校の実態に応じて、英語が堪能な地域人材やＡＥ

Ｔ、中学校英語教員を活用し、ティーム・ティーチングを行う。また、

学級担任が単独で授業を行うことを可能とするコンピュータ教材や視

聴覚教材についても検討が必要である。 
（イ）小学校教員に対する研修 

小学校の教員は、英語教育の指導経験がなく、指導のための訓練も

受けていないことが多いことから研修が必要である。研修では、指導

者というよりも、児童と一緒に活動に参加し、一人の学習者としての

モデルを児童に示し、児童と共に学ぶという意識を持たせるようにす
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ることが考えられる。  
ａ 「英語担当教諭（仮称）」の校務分掌 

全ての小学校に、校務分掌により「英語担当教諭（仮称）」を位

置づける。「英語担当教諭」は、各学校の代表として研修に参加し、

校内での英語教育のコーディネーター役として、カリキュラムの編

成などを行う。  
ｂ 「地域人材を活用した英語活動推進校」を拠点とした研修 

小学校において英語活動を行う「地域人材を活用した英語活動推

進校」などを拠点として、周辺の小学校の「英語担当教諭（仮称）」

に対して研修を行う。  
ｃ 校内研修 

    「英語担当教諭（仮称）」を中心に校内研修を行い、カリキュラム

編成や指導方法の周知徹底を図る。  
ｄ 小学校教員が自主的に研究する体制 

小学校教員が自主的に英語教育を研究する体制を構築するため、

小学校教育研究会に「英語部会」を設置することが考えられる。  
（ウ）民との協働による地域人材に関する情報提供・研修・資格認定 

民との協働により、各学校が地域人材を活用して、英語教育を行う

ことができる仕組みを構築する。  
ａ 地域人材に関する情報提供 

英語が堪能な地域人材が活用できるよう、各学校に対して地域人

材に関する情報提供を行う仕組みを設ける。 
  ｂ 地域人材に対する研修 

地域人材に対して、学校運営や教育活動に関する知識を提供する

ための研修を行う必要がある。 
ｃ 地域人材に対する資格認定 

地域人材のうち、一定の英語指導力を有する者を認定することに

より、各学校が英語教育に地域人材を活用しやすくする。 
（エ） ＡＥＴの派遣・資質向上 

小学校英語教育において生きた英語を提供するため、必要に応じ、

各学校に対しＡＥＴを派遣することとする。また、研修等によりＡＥ

Ｔの資質向上に努める必要がある。  
（オ） 中学校英語教員に対する小学校への兼務発令 

学校の実態に応じ、小学校の英語教育において中学校英語教員を活

用するための制度を設ける必要がある。そのため、中学校英語教員に

小学校への兼務を発令し、小学校において英語指導を行うこととする。

また、このことは、小中学校を通じた英語教育の推進につながるもの
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である。 
 

カ 少なくとも週 1単位時間以上の授業時数の確保 

「中学校卒業段階で、外国人来訪者に対して、自らが考える横浜の良

さを伝え、簡単な横浜市の観光案内をできる」英語力を身につけるため

には、小学校低学年から、少なくとも週 1単位時間以上の授業時数を確
保し、英語に慣れ親しむことが重要である。 
英語教育を行う授業時数を確保するため、年間総授業時数を拡充する。

総合的な学習の時間において、各教科等で身に付けた知識や技能等を相

互に関連付け、学習や生活において生かし、それらが総合的に働くよう

な英語教育を行う。 
（ア）年間総授業時数の拡充 

英語教育を行う授業時数を確保するため、年間総授業時数を 35 単
位時間（週 1 単位時間）拡充する。拡充した授業時数は、第 3～6 学
年については総合的な学習の時間とし、第 1・2 学年はいわゆる「余
剰の時間」とする。新たに拡充した授業時数を活用して英語教育を行

うことにより、全市立小学校では、年間 35 単位時間（週 1単位時間）
以上の英語教育を行うこととなる。  

（イ）総合的な学習の時間などの活用 

年間総授業時数の拡充により、第 3～6 学年については、総合的な
学習の時間は、年間 140～145 単位時間（週 4 単位時間程度）に拡充
される。学校の実態に応じて、総合的な学習の時間のうち、週 2単位
時間以上の英語教育が行うことも可能である。  
総合的な学習の時間は、各教科等で身に付けた知識や技能等を相互

に関連付け、学習や生活において生かし、それらが総合的に働くよう

な取組を行うが、英語教育についても同様の取組を行う。  
（ウ）授業時間の弾力的編成など 

授業の１単位時間を弾力的に編成し、英語教育の内容に応じて、5
分、15～30分のショート・タイムの活動を行うことや、朝や帰りの学
級の時間や全校校内放送等を活用し、生活化を図るなど、英語教育を

行うに当たって、各学校において創意工夫を行う。 
平成 21年度に向けての方策 

☆ 目標設定について 

・ 平成 18 年度中に教育委員会において、発達段階に応じた適切
な目標設定を行い、各学校に周知する 

☆ カリキュラムの編成について 

・ 平成 18 年度中に教育委員会において、目標に即した教育課程
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の指針を策定する 
・ 平成 20 年度までに、教育課程の指針を周知徹底し、各学校に
おいてカリキュラム編成を行えるようにする  

☆ 評価規準・評価方法について 

・ 平成 18 年度中に、教育課程の指針に準拠して、教育委員会に
おいて評価規準や評価方法の標準を示す 

・ 平成 20 年度までに、評価規準や評価方法の標準を周知徹底し、
各学校において適切な評価を行えるようにする 

☆ 教材、指導方法について 

・ 平成 18 年度中に、目標・教育課程の標準などに応じた主たる
教材の標準を教育委員会として策定する 

・ 平成 18 年度中に、小学校英語教育の事例集を作成する 
・ 平成 17 年度から、「授業改善支援センター（仮称）」において、
小学校英語教育に関する指導事例を各学校に対して発信する 

・ 平成 19 年度から、各学校に主たる教材の標準や事例集を配布
し、指導方法の周知徹底を図る 

☆ 指導体制について 

・ 平成 18 年度から、全市立小学校に校務分掌として、英語教育
の中心的な役割を果たす「英語担当教諭（仮称）」を位置づけ

る 
・ 平成 17 年度から、小学校において英語活動を行う「地域人材
を活用した英語活動推進校」などを拠点として、周辺の小学校

教員に対して研修を行う  
・ 平成 17 年度中に、小学校英語教育研究会「英語部会」を設置
し、教員が自主的に英語教育について研究を行う体制を構築す

る 
・ 平成 18 年度から、英語が堪能な地域人材に対して、学校運営
や教育活動に関する知識を提供するための研修を行う  

・ 平成 18 年度から、各学校に対し地域人材に関して情報提供す
る仕組みを構築する 

・ 平成 17 年度から、小学校にＡＥＴを派遣する 
・ 平成 17 年度から、中学校英語教員に対し小学校へ兼務発令を
行う 

☆ 授業時数の確保について 

・ 平成 21 年度から全市立小学校において、表のような授業時数
により英語教育を行う  
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学年 １ ２ ３ ４ ５・６  
総授業時数 782→

816 
840→
875 

910→
945 

945→
980 

945→
980 

「総合的な学

習の時間」 
－ － 105→

140 
105→
140 

110→
145 

うち英語教育 0→34～ 0→35～ 
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（６）中学校における英語教育の充実方策について 

 

平成 21 年度までに全市立小学校に英語教育を導入することに伴い、中
学校の英語教育では、より実践的なコミュニケーション能力を育成する必

要がある。 
そのため、外部有識者による「横浜市英語教育推進協力者会議（仮称）」

において、詳細な検討を行うこととする。 

 

ア 小中学校を通じた英語教育の実施 

小学校に英語教育を導入することに伴い、中学校においては、より実

践的なコミュニケーション能力を育成する必要がある。  
（ア） 小中学校一貫した教育課程の指針の策定 

中学校卒業段階に求める英語力の目標に向けては、学習指導要領に

加えて、横浜市独自に英語教育に関する教育課程の指針を設け、各学

校で実施していく必要がある。小学校に英語教育を導入することを踏

まえ、小中学校を通した教育課程の指針を策定し、各学校において英

語科の授業改善を図る。  
（イ） 小学校英語教育との連携 

小学校で培った英語への興味・関心や意欲を中学校の教科学習にス

ムーズに結びつける指導を行い、英語教育の必要性等を理解した目的

意識をもった学習を促す必要がある。 
そのため、「聞くこと」「話すこと」は運用能力の向上を図り、「読む

こと」「書くこと」を初めて体系的に学ぶことに配慮するなど、小学校

で学習した英語の構造面や機能面からの指導を行う。  
また、授業研究を中心とした小中学校間の積極的な交流・連携を図

る。 
（ウ） 実践的コミュニケーション能力を効果的に養う指導法、評価等 

実践的コミュニケーション能力を効果的に育成するため、指導法・

評価等を工夫する必要がある。 
ａ 指導法・評価等の工夫 

間違いを恐れずに積極的にコミュニケーションを図ろうとする

態度を育成し、本当に伝えたいことを言おうとする態度を重視する。 
また、知識としての英語から、コミュニケーションとしての英語

を目指した授業を充実するため、授業の大半を英語で行う授業の実

施や、実際に英語で聞いたり、話したりする場面を設定する。  
    さらに、英語を聞いたり、話したりする力を評価する機会を設定
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する。  
ｂ 指導方法の検証 

実践的コミュニケーション能力の向上に資する授業を実施する

ため、生徒の英語力を分析し、指導方法の検証を行う。  
（エ） 習熟度別指導の全校展開を目指す 

個に応じた指導の充実を図るため、教材の工夫や開発、活用を図り、

習熟度の程度に応じた指導を工夫する必要がある。「補充的な学習」や

「発展的な学習」など、生徒の実態や単元、指導の場面に応じた、効

果的な習熟度別指導を事例集などにより周知する。 
（オ） 副教材の検討 

新たに策定した教育課程の指針に基づき、実践的なコミュニケーシ

ョン能力を育成するため、副教材の作成についても検討する必要があ

る。 
 

イ 英語科授業時数の検証と選択教科の活用 

現行の学習指導要領では年間 105単位時間（週 3単位時間）の英語科
を実施している。 

（ア） 英語科授業時数の検証 

小学校英語教育を導入するに伴い、中学校英語科の授業時数につい

て検証する必要がある。  
まず、週 3単位時間の英語科の授業を実践的なコミュニケーション

能力の育成のために充実させる。その上で、学校の実態に応じ、総合

的な学習の時間や選択教科を活用して、週 4単位時間以上の英語教育
に取り組むことについて検討する。  

（イ） 選択教科の活用 

中学校においては、第 3 学年時には最多で年間 165単位時間（週 4
～5 単位時間）を選択教科等に充てることが可能であることから、選
択教科を活用し、実践的コミュニケーション能力を育成する英語教育

を実践する。  
また、選択教科を活用することで、年間 105単位時間（週 3単位時

間）行う必修科目としての英語科との関連を整理し、「発展的な学習」

や「補充的な学習」を行う。 
 
ウ 指導体制の改善 

実践的なコミュニケーション能力を育成するためには、指導体制につ

いても改善する必要がある。 
（ア）英語教員の指導力向上 
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校内研究授業や教員の自己評価、教員間の相互評価を一層充実させ、

英語教員の指導力向上を図る必要がある。  
また、現在、4 か年計画で英語教員全員に 10日間の集中研修を行っ

ており、引き続き、実践的なコミュニケーション能力の育成につなげ

るための研修を実施する。  
さらに、抜本的な指導力の向上方策について検討する必要がある。  

（イ）ネイティブスピーカーが関わる英語授業の拡充 

生徒が生きた英語に接するため、ネイティブスピーカーが関わる英

語授業を拡充する必要がある。 
また、ＡＥＴが常駐することにより、放課後にＡＥＴと懇談する「英

会話サロン」を設けるなど、授業以外においても生きた英語や異文化

に触れる機会を得ることができる。  
 

平成 21年度に向けての方策 

☆ 小中学校を通じた英語教育の実施について 

・ 平成 18 年度中に教育委員会において、小中学校を通じた教育
課程の指針を策定する  

・ 平成 19 年度までに、小学校英語教育を踏まえた中学校におけ
る指導方法を開発し、周知徹底を図る 

・ 平成 17 年度中に、「横浜市中学校診断テスト」を活用し、生
徒の英語力を分析し、指導方法の検証を行う  

・ 平成 17 年度から、習熟度別指導の全中学校展開を目指す 
☆ 英語科授業時数の検証と選択教科の活用について 

・ 平成 18 年度中に、英語に関する総合的な学習の時間の活用法
や選択教科の効果的な指導方法をまとめ、各学校に周知する 

☆ 指導体制の改善について 

・ 平成 17 年度以降も、引き続き、実践的コミュニケーション能
力の育成につなげるための研修を実施する  

・ 外部試験の受験を奨励することにより、英語教員の英語力の向

上を図る（英検準一級、ＴＯＥＦＬ５５０点以上、ＴＯＥＩＣ

７３０点以上）  
・ 引き続き、英語力の高い教員を採用する 
・ 英語教員全員に 10 日間の集中研修や、毎年 20 名程度の選抜
による海外研修を行う  

・ 平成 21 年度までに、全中学校において、ＡＥＴが常駐し、週
1 回はＡＥＴとの授業を実施できるようにする 
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（７）学校教育外活動や生涯学習の観点からの語学教育充実方

策について 

 

 民との協働の理念の下、語学教育に関する地域の学校教育外活動との連

携を図る必要がある。 
 また、子どもから高齢者までの生涯を通じた語学力向上についても、環

境整備を図る必要がある。 

 

ア 土曜日や長期休業期間中の地域における取組 

小学校において英語教育を進めるためには、学校における授業時数に

限られることなく、地域の各種取組と連携していく必要がある。  
また、学齢期だけでなく、生涯にわたって語学教育に取り組む環境を

整備していく必要がある。  
 
イ 民間事業者との連携 

土曜日や長期休業期間中を活用した学校教育外活動としては、民間事

業者も重要な役割を果たしている。語学教育の推進に当たっては、民間

事業者との連携策についても検討する必要がある。  
 
ウ 地域における取組に対する支援 

土曜日や長期休業期間中を活用した語学教育に関わる地域における

取組の重要性にかんがみ、教育委員会として支援を行っていく必要があ

る。 
 

平成 21年度に向けての具体的な方策 

☆ 土曜日や長期休業期間での地域における取組の充実について 

・ 平成 17 年度から、土曜日や長期休業期間中を活用した地域ボ
ランティア等による市民団体の活動のネットワーク化を図る 

☆ 民間事業者との連携について 

・ 民間事業者による活動についても、地域ボランティア等による

市民団体と同様にネットワーク化を図っていく 
☆ 地域における取組に対する支援方策について 

・ 平成 17 年度中に、市民や保護者に対して、語学教育に関わる
地域における取組を周知する仕組みを構築する 
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（８）その他の分野における語学教育 

 

 小中学校における取組を踏まえ、高等学校においても語学教育を充実す

る必要がある。一方、中学校英語教育が実践的コミュニケーション能力の

育成を重視するため、入学試験を改善する必要がある。  
 また、語学教育を推進するに当たっては、豊富な資源を有する大学との

連携が重要である。 
 さらに、増加する外国人児童生徒に対する日本語教育を充実する必要が

ある。 

 

ア 市立高等学校における取組 

平成 15 年度に設置された横浜商業高等学校国際学科は、文部科学省
の「スーパー・イングリッシュ・ランゲージ・ハイスクール（ＳＥＬＨ

ｉ）」に指定されている。同学科では、英語の授業時数の増など教育課

程の工夫と各教科間の緊密な連携の下、コミュニケーション能力の定着

を図り、英語の言語運用能力と積極的な対話姿勢の育成を図っている。 
また、平成 21年度に開校が計画されている科学技術高等学校（仮称）

においては、ディスカッションやディベートなど、実際に表現する機会

を増やし世界に通用するコミュニーション能力を育成することとして

いる。  
これらの高等学校において先進的な取組を実践するとともに、全市立

高等学校において語学教育を充実させていく必要がある。 
（ア）小中学校の英語教育との連続性を重視した英語指導の充実 

小学校や中学校で培った英語への興味・関心や意欲を継続させ、高

等学校の学習にスムーズに結びつける必要がある。 
そのため、高等学校においては、英語の必要性等を理解した目的意

識を持った学習を行い、小中学校で身につけた実践的コミュニケー  
ション能力をさらに向上させ、より高度のレベルを目指した「聞くこ

と」「話すこと」「読むこと」「書くこと」の能力を育成する授業を行う。 
また、英語教育のカリキュラム開発や授業研究を中心とした小中学

校との積極的な交流を図る。 
（イ）第二外国語授業の実施 

国際社会において積極的な役割を担える人材を育成するため、高等

学校段階においては英語以外の外国語を学ぶ機会を提供する必要があ

る。 
そのため、現在、横浜商業高等学校国際学科で実施している中国語、
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韓国語、スペイン語の授業について、学校間連携により他の市立高等

学校の生徒も学習が可能とする方策を検討する。 
（ウ）入学試験の改善 

日常生活の中で英語に接する機会が少ない現状では、中学校におけ

る英語教育が高等学校受験を最終の目標にしがちである。中学校にお

ける英語教育がより実践的コミュニケーション能力の育成を重視して

いくために、高等学校の入学試験を改善する必要がある。 
そのため、科学技術高等学校（仮称）においては、例えば、英語検

定やＴＯＥＦＬ、ＴＯＥＩＣなどの各種外部検定試験結果の一層の活

用や、英語による口頭試問の導入などコミュニケーション能力を重視

した入学試験を検討する。  
（エ）姉妹校などによる国際交流 

高校生が外国に出かけることや外国の高校生を受け入れることは、

外国人との交流の中で、実践的なコミュニケーション能力を高めるこ

ととなる。そのため、外国の高等学校と姉妹校提携を行い、国際交流

を進める必要がある。  
 

イ 大学との連携 

語学教育を推進するに当たっては、豊富な資源を有する大学との連携

策について検討する必要がある。 
（ア）指導方法の開発 

大学に蓄積された研究成果を活用し、小・中・高等学校における語

学教育に係る効果的な指導方法を教育委員会とともに開発する。  
（イ）学生を教員のアシスタントとして活用 

英語が堪能な学生や教員志望の学生、留学生などを教員のアシスタ

ントとして活用し、児童生徒の学習支援や授業改善を行う。 
（エ） 教員の研修機会 

高等教育機関としての大学や大学院を教員研修の場として、これま

で以上に活用していく。  
（オ） 施設の活用 

大学図書館などの施設を活用した語学教育を進める。  
 

ウ 外国人児童生徒に対する日本語教育など 

日系人を含む外国人の滞日の増加とこれらの外国人に同伴される子

どもが増加してきている。本市における平成 16 年度の外国人児童生徒
数は 2,180 人で、そのうち日本語指導が必要な児童生徒数は 621 人に
及んでおり、中国、韓国、北朝鮮、中南米、フィリピン、インドシナ
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からの児童生徒が多く在籍している。  
このような外国人児童生徒のために、小中学校において第二言語と

しての日本語の習得を目指す日本語教育の必要性が急速に高まってい

る。国際性豊かなまちづくりを推進する上でも、外国人児童生徒がそ

れぞれの個性を生かし、各学校で安心して豊かに生活できるよう、生

活言語・学習言語獲得のための日本語教育の充実が望まれる。  
また、各学校においては、多文化共生を視野に入れた学校づくりを推

進し、外国人児童生徒等の理解や個性、アイデンティティーの尊重を図

る必要がある。  
（ア）日本語教室の内容の見直しと拡充 

母語のできる講師を派遣し（派遣指導の充実）、日本語の初期指導と

適応指導の充実を図るとともに、外国人児童生徒の母語を生かした学

習支援を推進する必要がある。 
（イ）国際教室担当教員配置校における研究体制の充実 

日本語指導が必要な児童生徒が多く在籍する学校に、教員が加配さ

れ設置されている国際教室の運営や指導体制の充実を図る。 
また、国際教室担当教員設置校の連携体制・ネットワークづくりを

進め、国際教室の運営や学習指導に関する情報交換を促進する。  
（ウ）外国人児童生徒の母語保持の保障 

外国人児童生徒に対しては日本語教育の充実を図るとともに、アイ

デンティティーを尊重する観点から、母語保持の保障を図っていく必

要がある。 
そのため、母語教室の開催を工夫するとともに、校内の多言語表示

化を推進する必要がある。  
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４ 情報化社会の進展に対応した新たな情報教育の推進策に 

ついて 

 

(１)  情報教育の推進の必要性 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ア 情報化社会の進展と現状 

子どもたちが成長し、社会人としてさまざまな分野で活動し、また多

様な人間関係の中で生きていくとき、人と人との接し方やコミュニケー

ションのとり方が最も重要となる。これには、人格形成期に身に付けた

知恵や経験、社会規範が大きな役割を果すことになる。 

現代の社会は、人や自然との具体的、実際的なコミュニケーションの

あり方に加え、コンピュータやネットワークを利用した新しいコミュニ

ケーションの形態が出現している。 

子どもたちが生きていく上で、直接的な体験で培ったコミュニケーシ

ョン力を基礎にして、このような情報機器やネットワークを活用したコ

ミュニケーション力をバランスよく身につけていく必要がある。 

（ア）人格形成における体験の役割 

子どもたちは、幼児期から、家族や地域の人々とのふれあい、友

達との遊び、自然とのふれあいの中で成長していく。これらの直接

体験や自然とのふれあいを通して、豊かな心や健やかな体が育まれ

る。できる限りの直接体験を重ねることは、子どもたちの発達にお

いては重要なことである。 

直接体験や自然とのふれあいは、家庭をはじめ、あらゆる場で行

われてきたが、現在は都市化現象や社会構造の変革などにより、そ

の機会が減少してきている。そのため、学校教育においては、教科、

インターネットや携帯電話などの情報通信インフラ（情報基盤）が急速

な発展を遂げている現代の情報化社会は、いつでも、どこでも、誰もが、

容易に、コンピュータやネットワークが利用できる「ユビキタスネットワ

ーク」社会へと姿を変えつつある。IＴ革命の進展により、人や情報、経済

や文化などの分野でグローバル化が加速されるとともに、世界中のどこで

も有用な情報が利用できる「知の共有化」現象が拡大している。 

 また、情報化社会では双方向コミュニケーションが可能となり、誰もが

容易に必要な情報を収集、創造し、発信できる機会が拡大している。 
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学校行事、特別活動などを通して、その充実が図られている。 

小学校の「総合的な学習の時間」でも、自然体験活動や社会体験、

観察・実験・見学や調査、発表や討論、ものづくりや生産活動など

の体験的な学習、問題解決的な学習を積極的に取り入れることとし

ている。 

そのため、市立小学校では、自然とのふれあいを重要視し、学校

外での「宿泊体験学習」、街に実際に出て観察や調査を行う「まち探

検」、商店や工場などを見学する「社会科見学」など、教室外に出た

体験活動を積極的に進めている。 

 

（イ）子どもたちと情報化社会 

現代の子どもたちは、高度に発達した情報化社会の中に生きてい

る。今や、情報化社会は、子どもたちにとって、現実の社会そのも

のであり、インターネットや携帯電話などが急速に日常生活の中に

普及することで、誰もが容易に、必要な時に必要な情報を利用可能

にしている。また双方向コミュニケーション機能により、誰でも情

報の受発信が可能になっている。 

子どもたちはこのような情報機器やインターネットなどを日常的

に使うことで、この社会が提供する様々なサービスや便益、いわゆ

る「光」の部分を享受できるようになっている。しかしその反面、

情報化社会は「影」の部分もあることを認識しておくことが必要で

ある。 

それゆえ、２１世紀の子どもたちが情報化社会を快適にかつ安全に

生きていくためには、ＩＴを正しく活用しメディアリテラシーやコ

ミュニケーション能力を身に付け、自らの課題解決に活用できるよ

うにするとともに、情報モラル・マナーを習得することが是非とも

必要になってくる。 

そしてこのような総合的な力（「情報活用能力」）を育成すること

は、子どもたちに未来を託す大人たちの責務でもある。 

 

（ウ）教育とＩＣＴ（人によるコミュニケーションを重視した〈ＩＴ〉

情報技術） 

教育にＩＣＴを活用することは、情報化社会の中で求められるメ

ディアリテラシーやコミュニケーション能力の育成にきわめて有用

な手段であり、いまや、欠くことができないものとなっている。 

情報化社会を主体的に生きていくためには、確かな学力、豊かな

心、健やかな体などの「生きる力」に加え、必要な情報を読み解き、
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これを創造し、発信していく「情報活用能力」が求められる。この

育成には、ＩＣＴの活用がきわめて有効である。 

子どもたちの能力は直接的・具体的体験を基本にして形成される

が、学習においては、これに加えて、ＩＣＴを活用して指導を行う

ことが効果的である。 

ＩＣＴの活用は学習の理解を助け、思考を促すことで、一人ひと

りに無限の可能性を拓く手段となる。それは時間や場所を超えた学

びがかなう手段でもあり、知の世界を飛躍的に広げる架け橋となり

つつある。 
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イ  情報教育の目的 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ア) 生きる力と情報活用能力 

現代の子どもたちは、国際化・情報化等が進展する変化の激しい社

会を主体的に生きることが求められている。そのために変化に対応で

きる力が必要である。この「生きる力」を育む上で、学校教育が担う

役割は大きい。情報化社会では、確かな学力、豊かな心、健やかな体

などの「生きる力」に加え、多様な情報の中から自分にとって必要な

情報を読み解き、これを創造し、発信していく「情報活用能力」が求

められる。 

（イ）ＩＣＴと教育との関り 

情報化社会において子どもたちがＩＣＴを活用できることは「読

み・書き・計算」と並んで、より良く生きていくための、いまや必須

の力となっている。 

しかし家庭の中に急速にコンピュータが普及しつつある中で、子ど

もたち一人ひとりの置かれている家庭のＩＴ環境は必ずしも一様では

ない。 

こうした現状を踏まえ、子どもたちに情報格差を生じさせないため

には、義務教育段階から、ＩＣＴを活用できる基礎的な技能・知識、

情報を見きわめ活用できる力や情報モラルなどの習得を図っていくこ

とは、公教育の責務である。 

 

(ウ) 発達段階に応じた情報活用能力の育成 

子どもの能力は、直接的・具体的体験を基本にして、学習や思考を

重ねることにより形成される。ＩＣＴを活用することにより、直接体

験を大切にしながら、新鮮でビジュアルな教材の提供やシミュレーシ

ョンなどを通じて、より学習の理解を深める効果が期待できる。 

教育におけるＩＣＴ活用は、現代社会の動向を踏まえ、２１世紀を担っ

ていく子どもたちの成長を支える戦略として進められるべきである。 

そのためには、様々な場面で子どもたちが自ら課題に気づき、主体的に

判断し、情報を創造し、発信していくことができる「情報活用能力」の育

成を主眼において取り組む必要がある。 

併せて情報化社会を快適にかつ安全に生きていくために、人と人との直

接的なコミュニケーションを基本に情報モラルやマナーを子どもたちに

定着させることも重要である。 
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その際、情報活用能力を身に付けられるように、子どもたちの発達

段階に応じて、適切にＩＣＴを活用する教育を推進していくことが、

きわめて重要である。 

（エ） 教育の情報化による主体的な学び 

ＩＣＴの活用によって授業改善を図ることで、子どもたちの学習に

対する興味や関心が高まりさらには意欲が喚起され、主体的に学ぶこ

とを通じてわかる授業の実現を図る。 

また、主体的な学びにより情報を読み解き、創造し、発信していく

メディアリテラシーを培い、双方向コミュニケーションの特性などを

生かして自分の思いや考えを伝え、相手と正しく伝えあう豊かなコミ

ュニケーション能力の育成を図る。  
さらに情報化社会に主体的に関わる中で、安全かつ快適に生きるた

めの情報モラルやマナーの定着を図る。 
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(２) 情報教育を取り巻く現状 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ア 本市の情報化への取組 

本市においては「教育の情報化」を推進するため、情報基盤や機器の

整備、情報機器を活用して指導できる教員の養成、学習コンテンツの充

実など、ハード・ソフト両面での学習環境の整備に取り組んでいる。 

 

（ア）ハード面の学習環境の整備 

コンピュータやネットワークなどハード面での環境整備は、必ず

しも計画的には進められておらず、文部科学省の「学校の情報化推

進計画」に比較して大きく遅れており、その整備水準の引き上げを

行うため、本市として望ましい整備水準を明らかにした「情報教育

推進計画の策定」が緊急な課題となっている。 

 

本市と国の比較 

 本市（16年３月末） 国（17年度水準） 

高速ネットワーク整備率 ６７．８％ １００％ 

校内ネットワーク整備率 １０．９％ １００％ 

コ ン ピ ュ ー タ 整 備 率 １４．３人/台 ５．４人/台 

    

(イ）教員のＩＣＴを活用した指導力 

教員のコンピュータ等の操作力やこれらの情報機器を活用した教

科指導力を高めるために、ワープロや表計算等をはじめ、ソフトウ

ェアの使用法、授業での活用法、ネットワーク管理、ウェブ作成な

ど、幅広い内容の研修を行っている。 

操作力については、平成１５年度末では、全国平均と並び、９３％

 横浜市教育委員会では、文部科学省の「学校教育の情報化」推進計画を踏

まえながらハード・ソフト両面で、学校のＩＣＴ学習環境の整備を進めてい

るが、コンピュータや校内ネットワークなどハード面での整備が大幅に遅れ

ている状況にある。一方、保護者や市民の「情報教育の強化」についての意

識や児童生徒の「情報機器活用」への期待は高く、引き続き、 
 ○ コンピュータや校内ネットワークの一体的な整備 
 ○ 教員の積極的なＩＣＴ活用に向け、指導力の向上・学習コンテンツの

充実 
など、学習環境の整備を積極的に推進する必要がある。  
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となっている。特に、平成１４年度から３年間にわたり、国の「緊

急地域雇用創出特別対策」補助事業を活用し、専門のインストラク

ターを派遣して学校での操作研修やティーム・ティーチングによる

授業支援を行ったことにより、教員の操作力を大きく引き上げるこ

とができた。 

ＩＣＴを活用した指導力に関しては、７７．６％と全国平均の６

０．３％を大きく上回り、文部科学省の平成１７年度達成数値目標、

「概ね１００％」を目指して、伸長してきている。校内ネットワー

ク（ＬＡＮ）や普通教室へのコンピュータの一体的な整備による利

用環境の進捗とあわせて、さらなる向上を図ることが望まれる。 

横浜市の年度別 教員の操作力・指導力の推移（％） 

※指導力（ＩＣＴを活用して授業ができること） 
 

（ウ）指導用・学習用コンテンツの提供 

教員や子どもたちが利用できる各教科・単元に即した指導案や教

材などの優れたコンテンツの充実を図るため、財団法人コンピュー

タ開発教育センター（ＣＥＣ）などが作成したものを収集するとと

もに、教育情報ナショナルセンター（ＮＩＣＥＲ）や他県市の教育

機関、企業サイトへのリンクを行なっている。また横浜ならではの

よこはまコンテンツを独自に作成し提供している。 

指導案については、研究授業での事例集を中心にウェブ化し、横

浜市教育情報ネットワーク（Ｙ・Ｙ ＮＥＴ）上に公開し、授業で

の活用に供している。 

学校種 活用 H.14.3.31 H.15.3.31 H.16.3.31 

操作力 76.4  86.6  93.0  
小学校 

指導力 47.8  68.0  81.9  

操作力 82.4  93.7  93.4  
中学校 

指導力 41.1  64.9  68.3  

操作力 84.8  98.0  96.6  高等学
校 指導力 49.9  89.6  81.4  

操作力 78.6  79.2  90.8  盲・聾・

養護学

校 
指導力 37.6  52.8  77.9  

操作力 78.8  89.3  93.1  
計 

指導力 45.3  67.2  77.6  

操作力 84.9  87.6  93.0  
全国 

指導力 47.4  52.8  60.3  
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 リンク集及び学習素材数 

番号  項       目 データ数  
1 教科別学習関連リンク集  (ワンダ－スクエアリンク数 ) 4,700 
2 トピックや教育行政関係リンク（デスクトップリンク数）  100 
3 セキュリティ､申請用紙､研修情報･資料等（職員室、事例・資料数） 500 
4 横浜市立学校全校のウェブペ－ジ（よこはま学校探検ウェブ数）  521 
5 コンピュ－タを用いた授業の事例集（横浜版授業実践事例集）  1,100 
6 よこはまの歴史､建物､公園などの資料(よこはまコンテンツ資料数 ) 1,200 
７ 教育課程開発実践校の指導案  3,000 
８ 動画や静止画の教科別学習素材集（デジタル学習素材）  11,000 
合計   22,121 

                      （平成 17年 3月 31日現在） 

 

イ 各種の調査から見えてくる横浜市民の情報化に対する考え方 

 (ア）インターネットの世帯利用状況について＜平成15年度横浜市民意識調査より＞ 

横浜市民の世帯利用率は、63.3％（前年比 3.3ポイントの増）で、

６割強の世帯でインターネットが利用されている。また、インターネ

ットの個人利用では、男性の２０代と３０代では８割弱、男性の４０

代、女性の２０代と３０代で６割台に達するなど、男女とも若い世代

での高いインターネットの利用となっている。 

 

（インターネット世帯利用率） 
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（インターネット個人利用率） 

 

 

(イ） 情報教育の充実について(平成 15年度横浜市教育ニーズ調査より) 

  保護者や市民の意向から「情報教育」に関する意識は高く、また

児童・生徒の感想からも「情報機器活用への期待」が大変高いこと

が読み取れる。 

これとは対照的に、教員の情報教育に対する意識は、保護者のニ

ーズの高さに比べ、２０ポイントほど低くなっている。 

しかし、情報機器を活用した指導力が、年々着実に向上している

ことや校内ＬＡＮなどの学習環境の整備が進むことで、教員の意識

改革が進みギャップは埋まってくるものと期待される。 

 

           （情報教育に対する意向） 
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         （小中学生の情報教育に対する感想） 

 

 

ウ 教育の情報化推進に関する国の方策 

平成１２年７月、内閣に「情報通信技術(ＩＴ)戦略本部」と「ＩＴ戦
略会議」が設置され、“５年以内にわが国が世界最先端のＩＴ国家とな

るための戦略”、いわゆる「e-Japan戦略」が決定された。  
ＩＴ戦略本部は、「e-Japan戦略」を具体化・体系化していく計画と

して、毎年、「e-Japan重点計画」を策定し、重点施策分野のひとつ「人

材の育成並びに教育及び学習の振興」の中で、学校教育の情報化等を掲

げている。 

  学校教育の情報化等については、次の６項目 

①  学校のＩＴ環境の整備 
②  教員のＩＴ指導力の向上 
③  教育用コンテンツの充実・普及 
④  教育情報提供体制の整備等 
⑤  障害のある子どもたちへの対応 
⑥  ＩＴ教育の充実 

がＩＴ化推進計画の柱とされている。 

各施策については平成１７年度を目標達成年度とし、その時期までの

整備・達成水準を掲げている。 

また平成１６年度においては、IＴ学習環境の条件整備から、具体的な

利活用に向けた指導の取組へ転換することが打ち出されている。 

 

エ ＩＣＴ教育推進に関する諸外国の動向 

米国、ＥＵ、主要なアジア諸国においても国家レベルでＩＴ戦略が策
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定され、情報化社会の中での「教育の情報化」に重点が置かれるなど、

教育分野におけるＩＴ戦略は今や、実施段階に移行しているのが情報先

進国における潮流となっている。 
 

（３）ＩＣＴ学習環境の整備について 

 

 

 

 

  

 

 

ア ネットワークの整備 

(ア)横浜市教育情報ネットワークシステム（Ｙ・Ｙ ＮＥＴ）の充実 

教育委員会と学校間を結ぶイントラネット（Ｙ・Ｙ  ＮＥＴ）の機

能を十分活用するとともに、指導資料の共有化などの教育の情報化を

図る。 

研修内容の高度化や多様化に対応するためのｅ－ラーニングや、遠

隔地や市内学校間での交流学習の充実や、会議の効率化を図るための

テレビ会議システムなど、新しいシステムを積極的に導入し、その活

用を図ることが必要である。 

また、充実に当たっては、システムを運用する教育委員会側の体制

づくりや教職員の意識改革も合わせて行う必要がある。 

   

ａ  ｅ－ラーニング 

「e-ラーニング」システムは、多様化する教職員研修への対応

や児童生徒の確かな学力の向上を図るために、非常に有効な手

段となりつつある。 

児童生徒が確かな学力を身につけるためには、一人ひとりの

到達度に応じた学習の機会を用意することが望ましい。「e-ラー

ニング」を活用することで、時間や場所に制約されずに学習で

きるようになり、確実な学力の定着を図ることができる。 

本市のＩＣＴ学習環境の現状や国及び政令指定都市、更には先進的に取

り組んでいる諸外国の動向を踏まえ、本市のかかえる課題の解決に向けた

方策を検討し、教育の情報化を一層推進する。 

また、自ら考え主体的に行動し、国際社会に大きく羽ばたいていく児童

生徒を育成するために、学校内の全ての教室等で誰もが自由にコンピュー

タやインターネットを利用した学習ができるよう「情報教育推進計画」を

策定し、着実に推進していくことが必要である。 
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また、教員の指導力を向上させる上でも研修の充実は必須で、

主体的に研修することによって自らの意欲や資質、能力を高め

キャリアアップを図ることができる。 

「e-ラーニング」システムは、他の自治体において導入が進

んできている。学校の管理職をはじめ、教職員のＩＣＴを使っ

た指導や、個人情報、著作権、情報モラル・マナーを体系的に

研修し、その定着を図るうえでは、e-ラーニングによる研修シ

ステムが効果的である。全国の都道府県及び政令指定都市のう

ち、既に実施済みのところや平成 17年度に実施予定の自治体を

合わせると、約半数（30自治体）が導入しており、また導入さ

れていない殆どの都市でも検討を進めている。 

このような実情を判断すると、本市においても、早期導入に

ついて検討を進めることが必要である。 

ｂ テレビ会議システムの導入  

テレビ会議システムは、遠隔地の学校との交流授業や意見交

換が可能なシステムであり、コミュニケーションツールとして

有用である。これを利用して、時間や場所を越えた学習の場を

拡大することが可能となる。また教育委員会からの情報提供や

様々な会議などへの活用も可能であるので、早期導入へ向けた

検討が必要である。  

 

（イ） 高速イントラネット回線の整備 

高速イントラネット回線は、平成１６年７月に更新されたＹ・Ｙ

ＮＥＴシステムにあわせて、平成１５年度から３か年計画で整備を

開始した。 
平成１６年度には、全校の３分の２が接続され、平成１７年中に

は、全ての市立学校（５２０校）が光回線の高速イントラネットと

して回線が整備される。 
横浜市は平成１７年度には、政令指定都市としては、すでに高速

接続環境が整備済みとなっているさいたま市、京都市の２市と並ん

で、毎秒１００Ｍbpsの高速回線接続が可能となる。 
 

（ウ） 校内ネットワーク（ＬＡＮ）の整備 

校内ネットワークが整備されると、Ｙ・Ｙ ＮＥＴやコンピュー

タ等が授業で活用され、横浜市における学校教育の情報化の推進に

大きく貢献することになる。そのため、ＩＣＴの学習基盤となる校

内ネットワークを早急に整備していくことが求められている。 
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校内ＬＡＮの整備は、ＬＡＮ敷設の経費を効率的に執行するとと

もに、開かれた学校づくりを推進するため、保護者や地域、企業な

どのボランィアの協力を得て行うネットデイ方式により整備を進め

ている。 

また校内ＬＡＮ整備後も、ボランティアにより、コンピュータや

ネットワークの管理、授業での活用場面における機器操作や指導補

助、学校ホームページの更新等についても引き続き支援が受けられ

る体制づくりが望まれる。  
 ａ 小・中学校のネットデイによる校内ＬＡＮの整備  

ネットデイによる校内ＬＡＮの整備は、平成１５、１６年の

各年度とも、３０校（小学校２０校、中学校１０校）整備と、

進捗率は非常に低い水準にとどまっている。 

平成 15年度末の国の調査では市立全校の整備率は 10.９％と
なっており、政令指定都市の中の比較でも、中位（６位）にと

どまっている。なお、中位とはいえ、校内ＬＡＮの整備状況は、

指定都市の中では整備状況に二極化傾向が見られ、本市は 10％
未満の整備率となっている下位 7都市に近い位置にある。ネッ
トデイにより、早急にＬＡＮ整備の拡大が求められている。 

ｂ 高等学校、盲・ろう・養護学校への校内ＬＡＮの整備  
高等学校、盲・ろう・養護学校においても、校内ＬＡＮ整備

が遅れており、一部の学校において部分的に校内ネットワーク

が整備されている状況である。 
高等学校や盲・ろう・養護学校の校内ＬＡＮ整備は、校舎の

規模が大きかったり構造が複雑であったりするなどの理由によ

り、教育委員会による整備が適当である。  
ｃ 学習用としての無線ＬＡＮの導入について  

      無線ＬＡＮは、ケーブルの配線や設置作業を省略でき、大規

模な設置作業を行わずに、必要な空間に自由なレイアウトでイ

ンターネットや校内ＬＡＮを活用した学習環境が設定できる。  
      無線ＬＡＮ技術の向上により、伝送できる帯域やセキュリテ

ィ上の対策も向上し、複数のコンピュータで動画像を同時に利

用したり、安心して利用できる条件が整ってきている。  
学校においては、そのような機能を有効活用することで、子ども  

たちの学習に必要な場所にコンピュータを用意することができ、い

つでもどこからでもＩＣＴを活用した学習が可能となる環境が求め

られる。 
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【具体的な方策】 

☆小・中学校の校内ＬＡＮは、ネットデイ方式により平成２０年

度までに全校を整備していく。その際、学校の教職員がボラン

ティアと円滑に協働できるように整備の手順等について、モデ

ルプランを平成１７年度に提供する。 
☆校内ＬＡＮの整備にあたっては、平成１７年度から普通教室で

使用するコンピュータをこれにあわせて配置し、ネットワーク

の有効活用を図る。 
☆高等学校、盲、ろう、養護学校については、文部科学省の「校

内ＬＡＮ整備助成金」制度を活用するなどして、平成１８年度

に整備に着手し平成２０年度までに完了するよう努める。 
☆ネットデイによる円滑な整備を促進するため、教育委員会は事

業への協力・支援を、地域で情報支援ボランティア活動をして

いる市民、ＮＰＯや企業などに対し、ホームページ等を活用し

て積極的に働きかけを行う。 

☆本市では、校内ＬＡＮの整備の手段として、有線ＬＡＮの整備

とあわせて、無線ＬＡＮの有用性を活用できるよう、それぞれ

の特性を効果的に生かした導入に向けて検討を進める必要が

ある。 

 
 イ 教育用コンピュータ等の整備 

（ア）整備の経緯  
小学校においては、教育用コンピュータの計画的な整備は、平成

６年度から５年リースによる１０台整備を開始し、平成１３年度に

全小学校に整備された。  
また１４年度からは２２台整備に着手し、平成１６年度には全小

学校において、２２台のコンピュータ整備が完了した。  
中学校においては平成４年度から 5 年リースによる２２台整備を
開始し、平成１２年度からは４２台の整備台数に着手し、１６年度

には全中学校で４２台のコンピュータが整備された。 
（イ）コンピュータ教室への整備の課題  

横浜市立学校の教育用コンピュータは、小学校においては平成１

６年度に全小学校の２２台整備が完了したが、文部科学省の「学校

教育の情報化」推進計画の整備台数基準に比較して大幅に下回って

いる。  
小学校ではコンピュータ教室が未整備で、空教室や視聴覚教室な
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どで代替している。さらに児童数の増加が見られる地域では、コン

ピュータを設置する教室の確保ができず、図書室やオープンスペー

スへ分散配置で対応をしているところも見られる。  
学校配置のコンピュータ設置台数５．４人に 1台とする国基準で

比較すると、本市の小学校は１９．８人に１台と、１３政令指定都

市中、第１０位と充足率は低位にある。 
他都市においては、４２台整備を終了していたり、コンピュータ

教室の整備台数を２１～２２台に固定するが、普通教室あるいは特

別教室等へコンピュータ設置を進めるなどの整備方針を明確に打ち

出したり、整備計画に着手している市も増えてきている。 
小学校中高学年では、子ども一人ひとりが１台のコンピュータを

用いた学習の機会の増大が予想される。一人一台を用意しておくこ

とが授業展開では必要であり、国基準の４２台整備が早急に行われ

るべきである。  
なお、小学校のコンピュータ教室の確保については、大規模改修

等にあわせて整備をしていくことが望ましい。 
（ウ）普通教室・特別教室への整備の課題  

コンピュータやインターネットを活用して、授業を行うためには、

普通教室・特別教室への整備が必要であるが、本市においては、整

備がなされていない。そのため平成１５年度からネットデイによる

校内ＬＡＮ整備に着手したが、整備校数は、小中学校併せて７０数

校にとどまっており、校内ＬＡＮとコンピュータの早急かつ一体的

な整備が必要である。  
教育の情報化の進展により、普通教室での教科指導、図書室やオ

ープンスペースなどでのコンピュータ活用の場面が多くなる。  
そのため、国の基準では、平成１７年度までに普通教室のコンピ

ュータ整備台数を各教室２台 (学習用１台、教職員用１台 )、また特
別教室では、各校６台となっているが、コミュニケーション学習や

ネットワークを活用した学習を更に進めさせ、子どもたちの情報活

用能力を高めるため、本市では国基準の台数を超えて必要な整備水

準を策定し、計画的に推進していくことが必要である。  
   
（エ）整備台数について 

コンピュータの整備にあたっては、当面ミニマムな基準として文

部科学省の設定する整備台数を確保していくことが必要である。現

在、小・中高等学校のコンピュータ教室へは、教育委員会が５年リ

ースによる整備と定期更新を実施しているが、小学校のコンピュー
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タは早期に国基準の４２台整備を達成する対応が必要である。また、

普通教室、特別教室についても、教育委員会において計画的な整備

をできるだけ早急に進めていくことが重要である。特にインターネ

ットへの高速接続環境が平成１７年度で完備されることから、教室

での教科学習にコンピュータを効果的に活用し、授業改善を図るこ

とが「教育の情報化」を推進していく上で、必須の条件となってい

る。 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

教育用コンピュータの配置場所と利用目的（小・中学校）

　　　　　利　用　目　的 　基　準　等

コンピュータ
教室

スキルの学習や一斉学習のまとめに利用
固定的な配置で全学級が計画的に利用

小学校の専用室の整備
一人１台の利用環境の整備

普通教室
児童・生徒共有情報の活用や発表手段
分かる授業のためのシミュレーションやまとめ
教職員向けの情報（校内の予定、学習情報、等）共有

教職員用１台
学習用１台、

特別教室
　　理科室
　　音楽室等
　　校長室

普通教室同様に教科指導に活用

教職員、児童・生徒とのコミュニケーションツールに活用

教職員用１台
学習用１台、

教職員用１台

図書室
オープンスペース

調べ学習やグループ学習・個別課題学習・習熟度学習
に活用

図書室（学習情報センター）

職員室 学習資料の収集、作成、情報の共有化に活用 教職員用　各人１台

教育用コンピュータの必要台数

コンピュータ教室 普通教室
特別教室
校長室等

図書室
ｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽ

職員室
（教科準備室）

合計

現状　　→　　目標 現状　　→　　目標 現状　　→　　目標 現状　　→　　目標 現状　　→　　目標 目標
小学校 ２２台　　→　４２台 ０台　→　各２台･･･４０台 ０台　→　１４台 ０台　→　４０台 ０台　→　２４台 １６０台
中学校 ４２台 ０台　→　各２台･･･３４台 ０台　→　２４台 ０台　→　４０台 ０台　→　２４台 １６４台

高等学校
４３台（第一ＰＣ）
２１台（第二ＰＣ）

０台　→　各２台･･･４２台 ０台　→　７２台 ０台　→　１０台 ５台　→　８０台 ２６８台

盲・ろう・養護学校 ６～１０台→１０台 ０台　→　各２台･･･１２０台 ０台　→　１２台 ０台　→　１０台 ０台　→　８０台 ２３２台
※小学校・中学校については、標準的な規模の学校をモデルとし、高等学校については、普通校をモデルとした。
　盲・ろう・養護学校については、養護学校の平均的な規模の学校をモデルとした。

コンピュータ教室 普通教室 特別教室
小学校 ４２台 各２台 ６台/校
中学校 ４２台 各２台 ６台/校
高等学校 ４２台 各２台 ６台/校
盲・ろう・養護学校 ８台 各２台 ６台/校

教育用コンピュータの国の基準（１７年度目標）
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（オ）  画像提示装置の整備  
画像提示装置としては、現状では、プロジェクター・スクリー

ンを整備してきているが、普通教室のコンピュータ整備にあたっ

ては今後、プロジェクターと一体化して、各教室に大型のデジタ

ルボード等を整備する必要がある。 
デジタルボードはコンピュータやビジュアル機器の大画面モ

ニターであると同時に、プロジェクターで投影されたボード上の

画像資料を直接加工できたり書込めたりまたパソコンでも操作

できるなどインタラクティブな電子ボードである。 
子どもたちが直感的にボード上で画面を操作することで、自由

に表現することができ、授業に主体的に参加することができるよ

うになる。この点で子どもたちにとっての画像提示装置としては、

最適な機器ということになる。 
 

【具体的な方策】 

コンピュータ教室への教育用コンピュータの更新整備を引き

続き行うとともに、ネットデイによる校内ＬＡＮ整備校について

は普通教室等で授業にＩＣＴを積極的に活用できるよう、コンピ

ュータや画像提示装置等の優先的な整備を行う。 
 

 

 

 

 

 

☆小学校、中学校、高等学校の普通教室のコンピュータ１台は、

教育委員会で平成１７年度～平成２０年度に計画的に整備し

ていく。 
☆小学校のコンピュータ教室用のコンピュータ４２台整備を推

進する。 
☆普通教室への２台目及び特別教室の６台（国基準）のコンピュ

ータ整備を推進するため、平成１７年度に検討する。 
☆図書室やオープンスペース、特別教室へのコンピュータ整備

は、リースアップコンピュータの購入や、ＮＰＯ及び企業など

の協力を得て整備を図っていく。平成１７年度に検討し実施し

ていく。 

画像提示装置（小・中学校）
現状 現行計画（平成１７～２０年度） 望ましい整備水準

プロジェクター 各校に１台整備 各校に３台追加整備 全教室に１台

電子ボードまたは － （コンピュータ室・普通教室に コンピュータ室・普通教室に

ｅ－黒板（プラズマディスプレイ） 各１台整備を１７年度に検討） 各１台整備

ボインテングデバイス
と組み合わせた
プロジェクター

　目　　標

　　　↓
　コンピュータ室に１組
　各教室に１組
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ウ 教職員のＩＣＴを活用した指導力向上を目指す研修の充実 

学校全体がＩＣＴを活用し授業改善を推進するためには、管理職をは

じめ教職員が一体となって取り組めるよう、指導法についての理解や実

践力を図る研修体制づくりが必要である。 

 

【具体的な方策】 

☆管理職研修 

教育の情報化の推進には、管理職の理解と適切なリーダーシップが

不可欠であるため、情報管理全般について研修を通して啓発を図る。 

学校での情報管理やＩＣＴを使った授業を行う際に留意しなければ

ならない個人情報や著作権の保護、さらには情報モラル・マナーにつ

いて十分理解が図れるよう研修を充実する。第一線で実践している講

師や指導主事による研修を行うとともに１７年度からＹ・Ｙ ＮＥＴ

活用による研修を行う。 

☆教職員研修 

ａ 授業活用研修  

研修の内容は、従来のコンピュータ操作中心の研修から、コミュニ

ケーションツールを活用したメディアリテラシーやコミュニケーショ

ン能力の育成を目指した実際の授業指導での活用に重点を置くことと

する。 

また、情報機器やコンテンツを活用して、わかる授業の実現が図ら

れるよう授業の場面に即した研修を進める。 

更に、教職員は、児童生徒や保護者に関する様々な情報やコンテン

ツを扱う上で著作権や個人情報を適切に管理することが求められてい

ることから、適切に運用管理が行えるよう専門的な研修を行う。 

ｂ 情報モラル・情報管理研修 

子どもたちがコンピュータやインタ－ネット、携帯電話などを利用

する上で必要な情報モラル・マナーについて適切に指導できるよう実

践的な研修を行う。 

C 校内ネットワーク運用研修 

ネットワークを円滑に運用するためには、学校における運用担当者

のスキルの向上を図ることが必要であり、サーバや関連機器について

の運用管理研修を行う。また、校内ネットワークを活用し指導資料や

教材、学習素材などの共有化を図れるよう、情報の収集、利用、取り

扱い等の有効活用に向けた研修を進める。 
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エ 指導用・学習コンテンツの充実 

教育課程開発実践校などの実践指導案やコンピュータを活用した指導

案など、すぐれた実践資料のデータベースを整備し、コンテンツの共有

化を図っているが、引き続き、その作成、収集、提供を促進することが

必要である。 
また、あわせて「Ｙ・Ｙ ＮＥＴコンテンツ登録システム」を活用し

て教員の作成した学習用コンテンツの共有化を進める必要がある。  
  

【具体的な方策】 

平成17年度から教員の実践的指導力向上に向けて具体的な場面で、

コミュニケーションツールとしてのＩＣＴの活用を図れる研修を実施

する。 

また、子どもを主体としたプロジェクト学習や研究フェロー等、新

たな指導法の研究・研修に取組指導モデルを提供する。さらに、Ｙ・

Ｙ ＮＥＴのコンテンツ登録機能を活用し、教員が作成した自作資料等

の共有化と利用を促進する。 

現在、児童生徒用のコンテンツとしては、ワンダースクエア（リン

ク集4,700例）、デジタル学習素材（動画・静止画11,000例）などがあ

るが、これに加え教育情報ナショナルセンター（ＮＩＣＥＲ）のキッ

ズページに学年、教科、教科書に準拠したリンク、コンテンツ集があ

り、これらを精査して横浜版学習支援のページを構築し、学校に提供

するとともに、「授業改善支援センター（仮称）」でも活用を図る。 

　　　　　教職員研修の概要
対　　象 目　　標 習得能力 習得内容 研修内容・方法

全教員
平成19年度までに
概ね100%達成

ネットワークやコンテン
ツを利用した授業がで
きる。

インターネツト活用
コンテンツ活用
プレゼンテーション
指導案作成

授業活用研修

管理職
平成17年度から順次
情報管理能力の向上

個人情報、著作権の
保護情報モラル等の
情報管理ができる。

個人情報の保護
著作権の保護
情報モラル等の職員指導
情報に関するマネジメント

情報管理研修等
（ｅ-ラーニングの検討）

情報教育推進担当者
平成17年度から順次
情報管理能力の向上

個人情報、著作権の
保護情報モラル等の
情報管理ができる。

個人情報の保護
著作権の保護
情報モラル等の指導
学校での運用

情報管理研修等
（ｅ-ラーニングの検討）

情報教育推進担当者
平成17～19年度で
1000人育成
（各校2人体制）

校内のネットワークや
サーバの運用管理が
でき、学校の情報化の
推進役となれる。

校内ネットワーク構築・運用
校内サーバ運用・管理
ＰＣ設定
グループウェア管理

ネットワーク研修
サーバ研修
ＰＣ設定研修

ホームページ担当
平成17～18年度で
500人育成
（各校2人体制）

学校ホームページの
作成・更新ができる。

ｈｔｍｌ、ﾋﾞﾙﾀﾞｰ、ＦＴＰ
画像処理
学校ウェブ作成・保存
学校ウェブ体制づくり

平成17年度から順次
ＨＰ作成
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（４）学校における情報教育の取組の推進について 

ア 発達段階に応じた情報活用能力の育成と系統立てた指導の推進  

子どもたちが情報化社会を主体的に生きるには、フェイス・  ト

ゥ・フェイスで培ったコミュニケーション力や様々な体験を基本に置

き、コミュニケーションツールとしてのＩＣＴの機能の活用を通じて、

情報を読み解いたり、必要な情報を創り出し、発信できる情報活用能

力（文書作成能力、画像処理、プレゼンテーション能力はもとより、

メディアリテラシー、コミュニケーション能力、情報モラル）を育成

する情報教育に取り組む必要がある。 

 

【具体的な方策】 

☆小学校の「学習指導要領」では、情報教育に関し「慣れ親しむ」「各

教科や総合的な学習の時間等での積極的な活用」がうたわれている

ことから、情報活用能力の育成について、実施学年、指導内容、指

導を行う教科（総合的な学習の時間や教科領域等での活用）や指導

に必要な時間数などをモデル的な事例（ＩＣＴ学習よこはまスタン

ダード）としてとりまとめ、平成１７年度に提供し、全小学校で実

施、推進する。 

☆中学校の「学習指導要領」では技術・家庭科「情報とコンピュータ」

の中で、機器の基本的な操作法と実践的な情報活用能力の育成を図

る。また「他の教科や総合的な学習の時間等での積極的な活用」が

うたわれており、中心となる「情報とコンピュータ」の学習をもと

に、各教科等において積極的に取り組めるよう平成１７年度から各

教科の活用事例を提供し、高等学校の学習につなげる。 

☆高等学校の「学習指導要領」では普通教科「情報」で、課題や目的

に即した情報手段や情報機器を積極的に活用するなどして、情報化

社会の一員として必要な能力を確実に身につくようにする。 

☆盲・ろう・養護学校では、小学校、中学校、高等学校の指導内容に

準じ、障害の種類や状態に応じて情報機器を学習や生活に積極的に

活用できるように適切に指導を行う。 
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イ 情報モラル・マナー指導の推進  

情報化社会ではネットワークの持つ特性から、すべての人が情報の

送り手であると同時に受け手でもあり、情報の使い方によっては、被

害者にも加害者にもなりうる可能性がある。そのため、情報を適切に

取り扱い、責任を持ってこの社会で安全に生活していく上には、情報

モラルやマナーを確実に身につけることが必須要件となっている。 

 

【具体的な方策】 

小学校、中学校、高等学校の発達段階に応じてそれぞれ適切な指導

を行うことにより、確実な定着を図っていく必要がある。そのため、

各学校において早期に取組が進められるよう平成 17年度に「情報モラ

ル・マナーの指導指針」、「指導事例集」を作成・提供するとともに、

研修の充実を図る。 

☆小学校 
小学校では家庭や学校において低学年から情報機器の利用が顕著に

なりつつあることから学習内容や発達段階に応じて、安全に責任を持

って生活するための基本的なモラル・マナーを身につけられるよう、

平成１７年度からモデル的な指導事例として「ＩＣＴ学習よこはまス

タンダード」のモラルの 部分を活用し、指導の充実を図り日常の学

習活動などに生かすとともに中学校での学習につなげる。 
☆中学校 
中学生を対象とした「指導事例集（中学校版）」を提供し、技術・家

庭科「情報とコンピュータ」および道徳等の関連する教科等において

モラル・マナーに関する指導を推進し高等学校での学習につなげる。 
☆ 高等学校 
日常生活や仕事に有用な情報通信ネットワークの仕組みを実践的に

学習することにより、健全にかつ責任ある態度で情報化社会に参画し、

対応できる実践力を育成するため、平成１７年度に普通教科「情報」

の具体的な「指導事例（高等学校版）」を作成し、平成１８年度から提

供する。 
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（５）学校の情報化に向けた支援について  

ア 教育委員会による指導法の提供・支援 

教育の情報化を具体的に推進するため授業改善の考え方や効果的な指

導法などの情報提供が必要である。 

 

【具体的な方策】 

☆ 教育課程研究委員会に、平成 17年度から教育の情報化推進組織 

を設置し、各教科の教育課程に教育の情報化の視点を加え、授業改

善に効果的な指導法や事例、学習教材（コンテンツ）、情報機器の

活用方法などを研究・発表しその成果をＹ・Ｙ  ＮＥＴ上で公開、
提供する。 

 

イ 学校の体制づくりを進めるための支援 

学校全体で教育の情報化に取り組むために、学校における情報化推

進に関する校内分掌を見直し、校内組織体制の整備を図ることが必要

である。 

    

【具体的な方策】 
☆ 学校における教育の情報化を進めるためには、学校内の教職員によ

る組織・体制づくりが欠かせないため、教育委員会は校長会と連携

し、校務分掌を見直し、「教育用ネットワーク」と「業務管理用ネ

ットワーク」に区分し、学校運営組織の中に具体的に位置づけるな

ど、学校の取組を支援する。また、情報教育推進担当については業

務内容を適正に配慮し校務分掌上に位置づけることが重要である。 
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ウ ボランティアと学校が連携するための支援 

子どもたちの情報機器操作スキルの習得､コンピュータの管理や校

内ネットワークの整備、学校ホームページの更新などについて情報技

術を有するボランティアによる学校支援が求められている。 

 

【具体的な方策】 

情報教育に関する多様な学校ニーズに合わせて、ボランティア（保

護者、地域住民、ＮＰＯや企業、大学生・高校生など）と連携し、学

校の情報化の推進を図る。 

授業でのコンピュータの操作支援をはじめ、ボランティアと協働し

たネットデイによる校内ネットワークの整備、学校ホームページ更新、

ネットワークの管理などにボランティアと連携を図る。 

そのため、教育委員会では、平成１７年度に学校とボランティアの

連携のあり方等を検討し、１８年度に受け入れマニュアルや保険等必

要な環境を整備し、情報教育に関するボランティアの支援活動を積極

的に推進する。 
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資料１ 

 

政令指定都市の高速回線接続整備状況（平成 16年 11月現在―本市独自調査より） 
高速回線接続状況            

都市名 
校種 

光回線接続 
備考（整備計

画など） 

小学校 光 1.5Ｍbps 光 10Mbps 光 100Mbps 
ADSL 接続 CATV 接続 ISDN 

文 部 
科学省 中学校 校数 比率 校数 比率 校数 比率 校数 比率 校数 比率 校数 比率 

概ね高速回線 

への接続 

小学校     206 100.0                 
札 幌 

中学校     99 100.0                 
整備済 

小学校         15 12.0 40 32.0 58 46.4 12 9.6 

仙 台 
中学校         12 19.0 12 19.0 36 57.1 3 4.8 

整備済（山間

部がある為、

ISDN を一部使

用） 

小学校         86 100.0             さ い 
た ま 中学校         48 100.0             

整備済 

小学校     119 100.0                 
千 葉 

中学校     56 100.0                 
整備済 

小学校 13 11.4         101 88.6         

川 崎 
中学校 8 15.7         43 84.3         

整備済(ADSL

は 1.5Mbps) 
光回線整備は

未定 

小学校         119 33.6   0.0     235 66.4 

横 浜 
中学校         48 33.1   0.0    97 66.9 

H15 年度から 3

か年計画で全

校 1/3 校ずつ、

光回線整備中 

小学校         89 34.4 170 65.6         

名古屋 
中学校         47 43.1 62 56.9         

整備済（ADSL

は１．５Mbps） 

ADSL から光へ
移行中 

小学校         179 100.0             
京 都 

中学校         78 100.0             
整備済 

小学校             291 98.0     6 2.0 

大 阪 
中学校             128 99.2     1 0.8 

ほぼ整備済
（ADSL は

1.5Mbps） 

光回線整備は

未定 

小学校     11 6.5     44 25.9 106 62.4 9 5.3 
神 戸 

中学校     10 12.0     22 26.5 49 59.0 2 2.4 
整備済 

小学校     10 7.3 112 81.8 15 10.9         

広 島 
中学校     4               57 93.4 

小学校は整備
済 

中学校は今年

度整備完了 

小学校             17 12.6 6 4.4 109 80.7 
北九州 

中学校             13 20.6 3 4.8 47 74.6 
新たな更新校

から高速化 

小学校     6 4.1     4 2.8 132 91.0 3 2.1 
福 岡 

中学校     60 88.2     3 4.4 3 4.4 2 2.9 

ほぼ整備済 

（CATV は８
Mbps) 
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資料２ 

 

政令指定都市のコンピュータ整備状況（平成１６年１１月現在―本市独自調査より） 
教室別コンピュータ整備台数 

都市名 校種 校数 
普通教室 特別教室 PC教室 備 考（整備計画） 

小学校 2 台/教室 6 台/校 42 台 文  
部 
科学
省 

中学校 
  

2 台/教室 6 台/校 42 台 
H17年度までの整備水準 

小学校 206 １（8 校⇒） 6(78 校⇒) 
42(19 校⇒) 
22（187 校） 札 幌 

中学校 99 0→2 6(38 校⇒) 42（96 校） 

・H15 年度以降で、全校、国基準で整備予

定 

・小学校普通教室は、1 台整備計画 

小学校 125 1(61 校⇒) 6（61 校⇒） 21  
仙 台 

中学校 63 1(17 校⇒） 6（17 校⇒） 41  

・小学校の PC 室は 21 台で固定 
・小中学校の普通教室は 1 台整備 

・H15～17 年度でその他教室を整備予定 

小学校 86 0  2(47 校⇒) 40（7 校⇒） さ い 
た ま 中学校 48 0  2(22 校⇒) 40  

・H15 年度以降、更新時小学校 PC 室 40 台

整備 

小学校 119 0 →2 0→6 41（8 校⇒） 
千 葉 

中学校 56 0 →2 0→6 42  

・中学校は H17年度以降 

・小学校は H18年度以降、国基準で整備

予定 

小学校 114 0  0  22  
川 崎 

中学校 51 0  0  42  
・小学校 PC 室整備は 22 台で固定 

・その他教室は未定 

小学校 354 0→ 0→  
12(72 校) 
22(281 校⇒) 

横 浜 
中学校 145 0→ 0→  

22(37 校) 
42(108 校⇒) 

・ H16 年度に小学校 PC 室に 22 台整備完

了  

・ Ｈ16 年度に中学校ＰＣ室に 42 台整備完

了 

( H16.4 小学校 1 校新設 ) 

小学校 259 0  0  22  
名古
屋 中学校 109 0  0  42  

・小学校 PC 室は当面 22 台 

・普通教室等への整備は校内 LAN 整備が

進めば併せて整備予定 

小学校 179 2(2 校⇒） 6(2 校⇒） 
21（153 校）他 
41（2 校） 京 都 

中学校 78 2(1 校⇒） 6(1 校⇒） 41（71 校⇒） 

・ＰＣ教室は現状どおりで固定 

・平成 16～20 年度で、全校普通教室 2 台、

特別教室 6 台を整備予定 

小学校 297 1(6 校） 6（6 校） 41（118 校⇒） 

大 阪 
中学校 129 1（3 校） 6（3 校） 41  

・H17 年度までに、小学校 PC 室４１台で完
了 

・H16 年度モデル小中学校のみ、普通・特別

教室の PC 整備 

・他は未定 

小学校 170 2（59 校⇒） 6（59 校⇒） 42（138 校⇒） 
神 戸 

中学校 83 2（19 校⇒） 6（19 校⇒） 42（49 校⇒） 
・H15 年度以降、国基準に沿った整備を予

定 

小学校 137 0→1 6  
21（123 校）他 
40（更新校か
ら） 

広 島 

中学校 61 0→1 6  41（58 校⇒） 

・H16～17 で、小学校 PC 室 40 台整備予定 

・H16～17 で、小・中学校の普通教室 1 台整

備予定 

・特別教室整備済 

小学校 135 2（38 校⇒） 6（38 校⇒） 42（38 校⇒） 北九
州 中学校 63 2（18 校⇒） 6（18 校⇒） 42  

・H15 年度以降、全校、国基準で整備予定 

小学校 145 
2(3 校） 
1(5 校) 

6（8 校） 22（139 校⇒） 
福 岡 

中学校 68 
2(4 校） 
1(3 校) 

6（7 校） 42（65 校⇒） 

・小学校 PC 室 22 台で固定 

・普通・特別教室への整備はモデル校のみ 

注１：教室別コンピュータ整備台数欄の（）内の数値は、全校数中、整備されている校数を表し、

⇒は当該台数による全校整備を表す｡ 

注２：教室別コンピュータ整備台数欄に（）がない場合の数値は、全校で当該台数が整備済を表

す。ただし 0 の場合は、今後整備予定がないことを表す｡ 

注３：教室別コンピュータ整備台数欄の 0→１、2 は、現在未整備だがこの台数で国基準に沿っ

た整備予定を表す｡（横浜市は整備計画に基き、今後決定予定）  
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資 料  
横浜教育改革会議教育内容部会委員 
  ＜全体会委員＞  

氏 名 役 職 名 
部会長 福田 幸男 横浜国立大学教育人間科学部長 
 

上浦 孝雄 前横浜市立盲・ろう・養護学校長会会長  
前横浜市立上菅田養護学校長 

 清見 克明 横浜市立西中学校教諭 
 白石康次郎 海洋冒険家 
 

鈴木 敏恵 千葉大学講師  
島根県立看護短期大学客員教授、建築家 

 中村 弘道 社団法人かながわ民間教育協会相談役 
 新納 憲司 社団法人横浜市医師会副会長 
 牧内 良平 株式会社テレビ神奈川代表取締役社長 
 吉田 博彦 特定非営利活動法人教育支援協会代表理事  
＜部会専門委員＞ 

氏 名 役 職 名 
 加藤 圭司 横浜国立大学教育人間科学部助教授 

 
小島 勝 

横浜市立小学校長会副会長 
横浜市立幸ヶ谷小学校長 

 
鈴木 吉光 

横浜市教育委員会事務局児童・生徒指導担

当部長（前横浜市立中学校長会総務、前横

浜市立仲尾台中学校長） 
 
 
市民の皆様のご意見等をお待ちしています  
  この報告に対するご意見等をお寄せください。  

 
［受付期間］ 
 平成１７年５月２５日（水）～平成１７年６月８日（水）必着  
［あて先］ 

  横浜市教育委員会事務局教育政策課「部会報告」担当  
  ・郵送 〒231-0017 横浜市中区港町１－１ 
  ・ＦＡＸ ０４５－６５１－１４１７  

・ホームページから 

http://www.city.yokohama.jp/me/kyoiku/shingikai/kyoikukaikaku/iken.html  
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 ［記入事項］ 
  以下の事項について、お差し支えのない範囲でご記入ください。  

①氏名（ふりがな） 
②住所（「市内○○区」または「市外」のいずれか）  
③年代（例：４０歳代）  
④性別 
⑤職業 
⑥ご意見をいただく部会名（必ずご記入ください） 
⑦ご意見 

 




